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宿舎の補修費についても，単価の引上げを要

求しているが，現在は，宿舎の充足に重点を置

き修繕はこの次に考られており，苦情にも応じ

切れない。従って維持管理機関である大学で受

持ち，学内で措置するほかないが，しかしその

ための経費が500万円にものぼることとなると

学内措置では何ともいたしようがない等大学の

実’情も述べられた。現在大学には，耐用年数２０

年のところ40年にもなる学長宿舎もあり，国有

財産として寄附されたもの，宿舎とも学生寮と

もいえないような建物が，修繕も出来ず改築も

出来ないで処置に困っているものがあり，これ

らの整理が必要であることも陳べられた。各省

の福祉厚生の予算については，例えば食堂とか

診療室などは,一定の基準があって,それによっ

て実施に移しているが，大学関係は学生数だけ

が基準になって教職員の数は除外されている。

従って教職員は学生のかげにかくれて利用して

いる状態であることは納得がいかないこと。ま

た教職員の厚生費は昭和25年200円，２８年６００

円，３７年900円，４０年１，０００円，４２年1,300円

45年1,600円と漸次増額されてはいるが，現下

の社会,情勢からしてまだまだ増額の必要がある

ことが指摘された。

○次に文部省共済組合について，鴻巣課長補

佐から別紙資料「文部省共済組合について」に

より，本組合の組織，事業内容，財源，福祉事

業の現況等について説明があり，これに対し次

のような点について質疑応答があった。

○保育所について厚生省の国立病院では，

看護婦の利用者で団体をつくって実施してい

る。その他電々公社，共済組合連合会等で行

なっている。文部省では共済組合では行なっ

ていないが，大学では所謂やみで行なってい

て，これがだんだんと広まっていき，手の施

ている。なお，文部省内部部局の職員の衛生，

医療その他福利厚生に関すること，宿舎の居住

者の選考に関することなどは，人事課の福祉班

において取扱うことに定められているなどにつ

いて説明があり,職員の厚宅経費(現在'人当
1,600円を2,500円に増額要求),健康診断の実

施状況及びその受診率ならびにこれが他省との

比較，その他質疑応答があり，問題は，何より

もこれらの事業に要する経費の財源の確保が第

一であることから文部省としてこれが確保に努

力してほしいとの要望があった。

○次に前田管財班主査から，公務員宿舎の問

題についての説明に入り，この宿舎は,国家公務

員法に基づき，職員の勤務能率の発揮増進のた

めの方策として実施されているものであり，宿

舎には各省の合同宿舎と省庁別宿舎とがあり，

一般公務員を対象とし，非常勤職員は含まな

い。大蔵省で概算要求をなし，各省庁は必要戸

数を申請することになっている，充足状況につ

いては，文部省は昭和34年度383戸が現在は

1,500戸で,学部の創設等定員増により，２，０００

戸は必要である。現在全体から見て合同宿舎１

に対し省庁別のものが２の割合であるが今日で

は土地（宿舎建設敷地）の確保が非常に困難な

事情にあるために，宿舎の建設は各省庁が自己

の土地を割愛するよりほかはない状態である。

また，その場合一戸建でなく四階建のものであ

り，合同宿舎の入居者の割合は土地提供者が６

でその他４である。入居者については，概して

大学では教官が優先され，事務系職員が取残さ

れている傾向があり，また，８，７，６等級あ

たりが救われないこと，職務の内容から女子よ

りも男子の入居が多いことなどが報告された。

（宿舎の充足状況などの調査があれば参考資料

として文部省より貰うこととした｡）
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しようがなくなる心配がある。基準を定めて

何時かの時点で公に認めるようにしてほしい

との要望が出された。文部省では「人」の点

は人事課で「金」の面は会計課の所掌であり

何れも現行では各省との関係もあり，これを

国として実施することは困難であり，共済組

合かあるいは財団あたりで行なうことが望ま

しい旨が述べられた。大学としては〉職員の

手不足な現在そのために益々手不足となるこ

とは困るので学外で扱うべきだとの意見もあ

り，本問題は今後の検討問題とすることとし

た。

以上で，文部省からの説明並びにこれに対す

する質疑応答を終え，次の諸点について審議し

た。

１．本委員会の名称について

教職員の厚生等に関する特別委員会とす

る。

2．委員長の選考

第４常置委員会とも関係が深いので，同委

員会委員の相磯千葉大学長にお願いすること

とした。

3．専門委員について

本日お集まりの各委員の大学から１名宛推

薦願うこととし，東北大学より山本教授を，

東Ⅷ京大学より隅谷教授を推薦され，一橋大学

より手塚事務局長を乳東京農工大学よりは高

岡庶務部長を，弘前大学からは苫米地学生部

次長をそれぞれ予定者として推薦があり，千

葉大学からは，経理部長にお願いすることと

し，後で通知いただくことになった。なお，

東北大学山本教授および東京大学隅谷教授は

教員委員としてお願いすることに了承され

た。

以上をもって，一応本委員会を発足すること

としず次回は11月13日（金）に開催する。その

前に審議すべき問題点および今後の審議の進め

方並びに審議資料の問題等について相談するた

め10月24日(士)午前10時より小委員会を開催す

ることを申し合わ導た｡なお臨時職員に関する
問題については，第６常置委員会とも相談の上

取扱についての取り決めを行なうこととした。

種

噺

(22）教職員の厚生等に関する

特別委員会議事要録

日時昭和45年11月13日（金）午後１時30分

～５時

場所国立大学協会会議室

出席者相機委員長

柳川，山本，和達，加藤，隅谷，

近藤各委員

手塚専門委員

委員長より，１０月２日に第一回の委員会を開

いて資料を集め問題点を拾い出して検討を進め

ることとし，１０月24日に小委員会を開いて別紙

（会報51号Ｃの項参照）のとおり問題点を整理

し，この問題点をそれぞれ分担して調査した。

この調査資料が全部出揃ったわけではないが，

これについて検討願うこととしたい旨挨拶があ

り，次いで前回の議事要録を朗読し，鶴田局長

よりこれら審議の内容について報告があり議事

に入った。

○はじめに，手塚専門委員より調査資料とし

て提出の別紙「食堂，医務室，売店，理髪室等

の基準」および｢一般庁舎面積算定基準（抄)」

について説明があり，なお,執務環境の改善のた

め冷暖房の設置を取り上げてほしいとの要望が

あった。続いて，神田専門委員の調査による別

紙「(1)教職員食堂の基準(2)診療施設(診療室)の

鐸
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設置基準」の朗読があって，上記両資料につい

て質疑に入り，この調査に見るように，各省に

おける職員食堂，診療施設等の新営に当たって

は，この算定基準により積算されているが，国

立学校では，学生のための食堂，医務室，売店

理髪室等福利厚生に必要な施設の新営について

はこの基準により算定されているが，教職員に

ついては何等積算されていないことが明らかに

なり，またこの教職員の数が積算されていない

根拠が明確でないことも判明した。

○次に，鶴田局長より，別紙「保育施設の実

』清」についておよび別紙「教職員の厚生等に関

する問題点」について説明があり，次のような

点について質疑応答があった。

全体として，はじめに「まえがき」として，

一般官庁においては，一定の基準によって対策

がたてられているが，国立大学では，学生の厚

生等については基準によって計画し対策を論じ

ているが，教職員については放任されている状

態であり，一般官庁に比べてその数がはるかに

多いにもかかわらず，このような状態にあるこ

とはおかしい。よって特別委員会を設けてこれ

らの問題を究明し，対策を講ずることとしたこ

とをこの基準方針でうたうこととしたい。

１１)の福利厚生担当課の設置については，これ

が業務に専念し責任をもつ事務組織の無いこと

が，対策が立てられなかった要因ともなってい

る。よって先ず課をおくとともに，これを運営

・管理する人員を強化する点をうたうこととし

たい。－課をなすためには，長のほか掛員が必

要であり，定員削減に逆行するようだが，これ

が削減の歯止めともなるので是非実現してほし

い。また反面かかる施設の管理を大学でかか

えこむことは一切やめたいとの意見も出された

が，この定員増については国大協として当局に

要望書を出し，各大学で事情に応じて要求する

こととした。

(2)の⑥の独身寮は，職員組合からの要望が強

く，一室に二人が原則だが，独身寮よりも家庭

寮を造って，これに独身者を入れる考えがある

ようである。（｡)の地方所在大学の教官の宿舎に

ついては，宿舎の有無が条件になる場合が多く

絶対量が少ない場合に優先の－項目ともなり矛

盾が出ないかとの意見もあったが，ここでは要

求の理由の一つとして考えることとした。

(4)の食堂・集会所。消費生活については，

「消費生活」を「売店等」と改め，（a)の末尾に

「教職員のための売店等についてもこれに準じ

て検討すること」を加え，（0)の項は，学生の消

費組合でやっているので，この生活協同組合の

スペースに，職員の数が積算されていない点は

問題ではあるが，特にこの項目を設ける必要が

あるかどうか，一応この項は削ることとする。

(5)の保健（衛生。医療）については，（b)の項

を(a)の項とし，「保健センターを教職員に利用

させることとし同センター設置と充実を促進す

ること」と修正し，（a)の項を(b)の項として（）

内の「共済組合の項(｡)と関連」を「(a)および共

済組合の項(｡)と関連」と修正する。に)は原案ど

おり。

(6)の保育施設については，①看護婦に限るか

或は一般職員や大学院学生にも及ぼすか②公の

ものでないので，これを公にするか③共済組合

で引受けてもらう方法はどうか，などの点につ

いて意見の交換があり，鶴田局長より，本問題

について，昭和42年に幹事会で相談の結果，各

大学の共済組合の支部で責任をもって運営し，

人については臨時職員を当てる。保育料を取り

保育所で経理する，などとして文部省とも話し

合ったが，臨時職員の問題で成立しなかった。
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てほしいと希望された。

ついで，委員側より，この実態調査を文部省

ではどのように利用しているかとの質問があり

これに対し文部省では予算要求の資料としたり

また，行政の上に反映させたり等いろいろな方一

面の資料としており，また，大学側から今後こ

んな点の調査もしてほしいとの要望があれば，

その内容の改善もしていきたいと考えている旨

の説明があった。

このあと，委員側より，国立大学の箇々の動‘

向（例えば蔵書数など）の一覧表の如きものが、

あると便利であるとの希望があったが。これに

ついては多少の問題があるが大学側としては，

有力な参考資料となるのでできれば公表はしな

くとも本委員会等で利用できるようにしてほし

いとの意見があった。

（報告事項）

○国立大学図書館協議会について

松田専門委員より，第17回国立大学図書館：

協議会の総会が去る９月30日，１０月１日の２

日間京都大学が当番校で高野山大学で行なわ、

れた旨報告があり，その状況について次のと

おり説明があった。

○‘`新しい大学図書館像,,特別委員会におい

て次の問題点をとりあげて検討した旨報告が．

あり，なお，今後も引続いて検討するとのこ

とであった。

①大学図書館の理念について

②各大学相互の研究教育条件の平準化を図ｊ

り，格差をなくするための大学図書館（特

に中小の大学）間の相互協力について

③図書館業務の機械化を中心とした大学図ｉ

書館の未来像の問題（万能的な考えではな

く，適当な限界があるので適正かつ計画的ド

に進めて行き，先ず初めは地域的に利用す‐

その際事故の責任を支部長が負うことはどうか

との意見もあった旨説明があった。本問題は今

後拡大されて来ると思われるので，何とか公認

の方向に進めることとし，次回には本問題を最

初に検討することとした。

(7)の「その他の福利厚生」を「その他」とし

「(a)執務環境の改善（冷暖房の整備等)」を加

え，(8)の項を(b)とし，(9)の項を(。)として(7)の項

に加えることとした。

以上により全文を整理し，これを先ず隅谷委

員にご覧願い委員長に供閲の上，これをプリン

トして総会に配布の上報告することとした。

次回は，文部省関係官より実際上の取扱等の

問題について説明を聞くこととし，なお，本問

題は文部省にも協力してもらう必要があるので

鶴田局長より十分連絡をとることとなった。

急

鱒
秒

櫛

(23）図書館特別委員会議事要録

昭和45年10月19日（月）午前10時

国立大学協会会議室

波多野委員長

加藤，広橋，北村，田中各委員

松田，日高各専門委員

文部省Ｉ情報図書館課上島係長

日時

場所

出席者

鰯
説明員

波多野委員長主宰の下に開会。

委員長より開会の挨拶があったのち,丁子主

事から配付資料の説明があり，ついで前回（９

月７日）委員会の議事要録を朗読し,承認され

た。

議事にさきだち，本日文部省より説明員とし

て出席された上島掛長から，別冊配付資料（昭

和43年度「大学図書館実態調査」結果報告）に

よって，主たる内容について説明があり，国大

協側で図書館関係問題の検討資料として利用し

、

ｐ
衛

－６６－



て検討の結果，一応別紙のとおり株式の一

部を修正することとしたが，さらに内容の

表現その他については，後で鶴田事務局長

と松田専門委員が話し合うこととし,また，

田中委員からも次回小委員会までには，修

正案を考えていただくこととして，もう一

度小委員会を開いて今日の意見を取り入れ

て再検討することとした。

2.図書館学の振興に関するアンケートについ

て

日高専門委員より，前回のアンケート案に

－部修正を加えて別紙の案を作ったとの説明

があったが，この案については特に問題点も

なく了承された。

以上で，本日のアンケート案についての討

議は終ったが，本小委員会の案が決定すれば

至急これを各委員に送付して意見を伺った上

これを理事会に諮り，了承を得れば，各国立

大学宛別紙調査依頼状（案）を添えて依頼す

ることとした。

3．委員補充について

故細谷委員（山形大学長）の後任委員とし

て，同大学の後任広根学長を推せんすること

とした。

○次回小委員会

日時昭和45年11月10日（火）午前１０

時～午後１時

場所国立大学協会会議室

○来たる11月24日の理事会前には委員会は

開かないこと。

るようにする）

十図書館予算問題について

（主として各大学の内部における扱い方につ

いて）

以上の説明があって，最後に同協議会では近

泪中文部大臣に対して上記の問題等に関する要

望書を提出する予定になっている旨報告があっ

:た゜

議事

Ｉ1．大学図書館予算に関するアンケートについ

て

松田，日高両専門委員によって作案された

「大学図書館予算案に関するアンケート」案

について，日高専門委員から，前回の小委員

会で検討された際の意見を採り入れ，別紙の

とおり一応の様式をまとめた旨前回の案と比

較しながら細目について説明があり，なお，

松田専門委員よりこのアンケート様式は，経

一常費と特別経費とを区分して考えて見たいと

・思って作案した旨説明があった。

ついで，各委員の間で次のような意見や質

・疑応答があった。

『○調査はいつ現在で行なうか。

（調査のねらいは最新のものであるが，

事実上昭和45年度のものはできないので，

昭和44年度の決算によって調査をすること

とした｡）

．○できれば決算だけでなく，予算も知りた

いのが今回の調査のねらいである。

。○図書館の維持費（光熱水料費等）の項目

も適当なところへ加えたい。

Ｃ文部省としては，アンケートする場合に

出来れば調査項目の中に使途，目的，冊数

も加えてほしい。

その他細部にわたって種々の意見があっ

欄

關

關

ヤ

(24）教養課程に関する特別

委員会議事要録

○
繍

日時昭和45年11月11日（水）午前11時～午

－６７－



後３時

場所国立大学協会会議室

出席者今西委員長

黒沢，秋月，加藤，福井，横田，飯島

倉田各委員

小野，今堀各専門委員

今西委員長主宰の下に開会。

委員長より開会の挨拶があって後，新しく専

門委員になられた今堀誠二教授（広島大学）の

紹介があった。ついで，丁子主事から本日の会

議資料について説明があり，続いて前回（９月

25日）の議事要録を朗読し，承認があって議事

に入った。

先ず，委員長より本日の課題になっている

１．「今後の教養課程の整備充実に関する問題

点」

2.「教養課程における外国語・保健。体育」

については，今回の総会までにはある程度の意

見をまとめたいと考えていたが，日時の余裕も

なく，また，中教審や各大学の改革案等が未だ

検討中の段階でもあり，また，それ等は教養課

程のこれらの問題とも関連が深いので，早急に

結論を出すことは無理と思われるので，本日は

前委員会に引続いて問題点を拾い出して意見を

交換して見たいと述べられ，次のような点につ

いて意見の交換があった。

1．今後の教養課程の整備充実に関する問題点

○総定員法の問題は，その後どうなってい

るかという質問があったが，加藤会長より

この問題については，大学の特殊事’情は関

係方面に対し十分述べてあるが，早急には

大学側の希望を大きくとり入れることは困

難な模様であるとのことであった。

○そのようなことであれば現実問題として

特に教養部の人員増の問題をとりあげて早

急に充実する方法を本委員会で考えてほし

い。

○教養部は，現実に学生40人に対し教官が

僅かに1名の割当程度であり，これでは到

底満足な教育はできない。根本的に制度を

改めてほしい。

○各大学の教養部の教職員の実状を調べる

必要がある。文部省に依頼して年度別に教：

養部の教職員の延び率を調べてほしい。

○人員増の問題は緊急を要するので，実現

の具体策を各委員で十分考える必要があ

る。

2・教養課程における外国語。保健・体育につ

いて

このことについては，前回委員会での話し

合いによって，小野専門委員が，各大学から

寄せられた意見を基にして調べられた別紙資

料「外国語教育および保健・体育に関する各

大学の意見（中間報告などを含む）」によっ

て各大学のこれに対する考え方や一般的状況

についての調査結果の説明があった。

ついで，加藤委員より日本体育学会から中

教審の第26特別委員会に対し，「大学の保健２

・体育についての要望書」をさきに提出した

が，今回さらに去る五月に公表された「高等

教育の改革に関する基本構想（中間報告）」

に対して別紙のとおり，日本体育学会として

の見解を表明したとの報告があった旨紹介が

あった。

以上で，午前の会議を閉じ，午後１時再開｜

午後は外国語の問題について検討する予定」

であったが，この問題は後に廻し，午前に続：

いて教養課程の整備充実に関する問題点につ

いて検討することとし，それについて次のよ

うな意見があった。

号
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○教養部の現状を把握するためには，小委

員会を設けて検討をしたらどうか。

○アンケートを出すとすれば,予め問題点

を拾っておく必要があるのではないか.

○今回の総会には，問題点をある程度挙げ

て，今後検討する予定である旨を報告して

おくことにしてはどうか。

○アンケートによって調査をする場合は，

先ず教養部で最も困まっている現状を十分

に調べることが重要であり，次のような事

項を調べる必要があろう。

①教員組織の現状（特に定員と実員）

②一般教育の年限

③教官の担当授業時間数

④科目別の担当時間数

⑤１クラスの学生人員数

⑥講座予算と教養部予算の格差問題

（これは制度的のものでなく実状の調

査）

⑦事務職員の数（教養部）

③施設の現状

⑨その他

○上記のような調査をすれば，かなり大学

側にとって抵抗があるのではないか。特に

公表するとすれば。

○差し当って本委員会のメンバーとなって

いる大学について実態調査をして見たらど

うか。

○差し当って大きな問題は，人員増の問題

であるが，若し増員が不可能の場合，予算

的に何かの方法を考えられるか，例えば，

非常勤講師とか大学院学生の動員等の方法

等について。

大略上記のような意見があり，討議の結果

本日の意見をとり入れてアンケートの案をっ

くることとしたが，その原案は，今堀専門委

員と飯島委員にお願いし，委員長，加藤，

前田各委員および小野専門委員の意見を伺っ

て，できれば総会に報告したいが，時間的に

無理であれば，目下検討中である旨を報告し

総会終了後，小委員会をつくって12月10日前

後に小委員会を開いて検討に着手することと

した。

小委員会の委員は次のとおり決定した。

今西委員長，飯島，横田，前田各委員

小野，成川，今堀各専門委員

なお，小委員会には，オブザーバーとして

出来れば小塚前委員長にも参加して頂くこと

とした。

以上の小委員会メンバーが決定した後，今

後の検討目標について討議の結果，今総会ま

でには日時の余裕もなく，また，問題点の整

理も困難なので，今回の総会には単に目下小

委員会を検討中であるとの報告だけにとどめ

総会終了後適当な日時を定め，１，２回の小

委員会を開いて検討し，最終的の委員会のま

とめは，明年度の概算要求を出す前（５月頃

までに）に報告案をまとめる予定で検討する

こととした。

ついで，委員長より，保健。体育の問題も

できれば平行して検討したいがどうするかと

の発言があり，この問題も平行して検討をす

すめることとした。

なお，この問題は，現状の問題と大学改革

の問題にも関連が深いので，本質的にこまか

く掘り下げて検討する必要があるので，先ず

WorkingGroup的のものをつくりＦｒｅｅｔａｋ

ｉｎｇを行なって十分検討の上，レポートを本

委員会に提出して貰い，当委員会としてはそ

れを本格的に検討してほどうかとの意見があ

稠
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つた。協議の結果，早速５，６名のWorking

groupをつくることとなり，その人選は外国

語関係については前田委員（東大）に，保健

・体育関係（体育関係以外の方も加えるこ

と）については小野，西尾両専門委員に依頼

することとし，メンバーが決定次第発足する

こととした。

最後に，次回の小委員会を12月12日以前に

開催することとした。

また医学部長・病院長会議では３つの研究部会

ができたので，そこで検討することになってい

る旨等各方面についての報告が行なわれた。

次いで，配付資料の説明があり，続いて前回

（６月26日）の議事要録を朗読し，－部修正の

上承認された。

Ｏ医学教育改革の現況について

委員長より本日は，先ず改革に当たっては

どういう問題点があるか，またどういう在り

方がよいかそんな点を中心として自由討議の

形で話し合っていただきたいと述べられ，次

のような意見や質疑応答があった。

○日本学術会論の第７部で検討しているが

全般的な方針としてはどのようなことが老

てられているか，また在り方などについて

はどうか。

○（日本学術会議は患者側の立場で考えて

いる。医学部会の７部においては自主的に

という考えであり，急がれてもなかなかで

きない）

○講座制に対する考えなどはどうか。

○（目下まとまった意見はなく，いろいろ

検討している｡）

○講座制の可否の問題は，他の諸団体の委

員会でもやっているので，合同して考えて

みたらどうかと思う。

○医学部長。病院長会議で講座制を廃止し

た学部を作ろうとする意見もある。（教授

などをポストから外してやったらどうかと

思う｡）

○各種の問題点をピックアップして検討を

進めていったらどうかと思う。

○６年教育の中で教養課程をどう生かす

か，その中で専門的な内容を充実して進め

ていくにはどうしたらよいか，また新制度

５

畷
少

(25）医学教育に関する特別

委員会議事要録

日時昭和45年11月24日（火）午後５時

場所如水会館ロビー

出席者清水委員長

柳川，相機，長崎，釜洞，中塚各委員

堀口専門委員

清水委員長主宰の下に開会

先ず委員長より，１０月初めに全国国公私立の

医科大学，医学部および関係諸団体，日本学術

会議，日本医師会，医学部長・病院長会議，医

学教育学会等計50余の大学や医学団体等に，医

学教育殊にその改革に関係のある資料の送付方

を依頼したが，全般的改革案あるいは－部カリ

キュラムなどの資料の送付があったのは，８件

にすぎず，他の大部分の回答は，検討中という

ことであった。この数字が現在のわが国におけ

る医学教育改革の状況を端的に示しているもの

と思う。また専門課程のカリキュラムについて

は，どこの大学でも大なり小なりの改革が検討

され実施されているようであるが，実際に全般

的改革を行なったのは１つあるいは２つだけと

聞いている｡また,大学基準協会の医学教育関係

の委員会が３回開催されたその内容について，

蕊
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なお，医学のあり方およびその教育につい

て深い研究をされ著述もある大阪大学医学部

の中川米造助教授に専門委員をお願いするこ

とで了承された。

当初の理念をどう生かすか。

○学部との格差を減らし，全教官によって

教育するのがよい。

,○学部を独立させたいとすれば，定員が付

けばそれは可能だ。

!○教養が独立した場合のよい悪いの理念に

ついては余り論ぜられていないのではない

か。

､○関連病院を制度化していくということは

医学部長・病院長会議ではどうなっている

か。

Ｏ観念的に考えている。学校に附随しない

で，どこの病院でもできるようなものがあ

る，と考えているようだ。

,○将来Undergraduateになるような考え

方にいった方がよいというふうに考えてい

る。

○大学院がボイコットされているようだが

実情はどうなっているか。

○臨床系大学院については反対ばかりでは

ない。

:○外科i医と内科医とが一緒になった大学院

の構想は考えられるかどうか。

○あり得ると思うが，実際問題としてはで

きないと思う。

○大学院入学と教室に入ることは実際問題

として同じではないかと思う。

○就職の際大学院修了だと２号俸上ったり

して，不合理な面がある。

以上のような，意見の開陳があった後，委

員長より，いずれも大きな問題であり現在で

は結論に至らないことばかりであるので，今

後も関係団体等と連絡を密にし，更に資料を

集めて検討を進めていきたい旨述べられた。

次回開催は１月下旬に開くこととした。

ロ

關
口

(26）大学運営協議会研究部会

連絡会議議事要録

日時昭和45年10月３日（士）午前10時30分

場所国立大学協会会議室

出席者加藤会長，本川副会長

柳川部会長，伊藤専門委員

宮島委員，松田主査

中川部会長，武田主査

会長の主宰により開会。本日は，研究部会の

「大学問題に関する調査研究」の今後の審議の

進め方についてお話し合いを願うため部会長と

主査の方々にお集り願った旨挨拶があり，続い

て，丁子主事より配布資料について説明があっ

て議事に入った。

先ず，会長より，考えられる問題点として，

①本年２月に出した「大学問題に関する調査研

究」（中間報告）以降において出された各大学

改の草案等に見られる意見の追加補充について

②既に一部の大学において実施に移されている

学長，部長の選挙方式等について，③資料４の

「各大学における大学問題の改革についての申

し合わせ」の(1)，(2)，(3)の項目はこのままでよ

いかどうか④中教審の「高等教育の改革に関す

る基本構想」に対する見解について，目下第１

常置委員会において検討中であるが，これとの

関係について⑤中教審の「改革案」が具体化の

段階に入った場合の文部省および中教審との折

衝等について⑥その他大学改革に関する資料の

整理とその考え方の取りまとめの方法などが考

えられるが，以上の問題およびその他の問題に

鏑
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も資料的に補充することとし，同時にしぼる

方向に進めていき，来年３月頃までにまとめ

ることではどうか。

資料を整理してコメントをつける作業はで

きるが．大学へ照会して意見を聞き，それに

基づいてまとめるとなると単に部会の作案で

はないものになる。

紛争以来，とかくまとめが難しくなってい

るので，３月に発表するとなると’月頃には

案を作り各大学へ流して意見を聞く必要があ

る。

４１年６月に出した「大学の管理運営に関す

る意見」も国立大学一本の意見をまとめるこ

とは困難であり，各大学がその自主的努力に

よって解決していく上の参考たらしめようと

したものであった。国大協として一本にまと

めることは困難でも，このような意見がある

ということだとそれがかなり参考になる。部

会としては，各大学の意見も聞いて，このよ

うな意見が多い，この点は一致してやろう，

この点は理事会なり総会で決めてもらうこと

で進めるほかはない。

大学運営協議会の意見とするか，或は研究

部会の意見とするかの点は，作業をして見た

上で判断することとし，一応’月頃までにま

とめて，問題点をつけてこれを各大学へ流し

て意見を聞いた上で，３月頃にそれをまとめ

ることに了承した。

3．各大学における大学問題の改革についての

申し合わせについて

申し合わせの(1)のその大学固有の問題，（２）

の他の大学に関連して影響を及ぼす問題の区

別は，必ずしも明確ではないが，(2)の場合に

は大学運営協議会を通じて情報および意見の

交換を行なうことが望ましいとの申し合わせ

ついて審議願い，今後の進め方について，また

委員，専門委員の補充についてお諮りしたい旨

述べられ，先ず，委員，専門委員の補充につい

て諮られ，次のように了承された。

1．委員・専門委員について

第１研究部会の田上主査の退官に伴う後任

の補充については，同部会の専門委員である

伊藤，雄川両委員の内から１名を，従ってそ

の後任として専門委員は一橋大学あたりから

お願いする。また，そのほかに若手の方を専

門委員として増員する。前川委員（香川大学

長）の退官による後任としては，同じ四国地

区の愛媛大学の態谷学長にお願いする。

第２研究部会の細谷委員（山形大学）の逝

去に伴う後任には，同大学の広根学長にお願

いする。

第３研究部会の専門委員を１名増員する

こととし，金沢大学より推薦願うこととす

る。

２今後の審議の進め方について

本問題の審議に入るまえに，さきに出した

「大学問題に関する調査研究（中間報告）」

の各大学における反響の問題が話題にのぼり

この中間報告は，大学では非常に参考にな

り，これをテキストにも使われるなど，かな

り利用され，資料としても意味のあることが

報告された。

資料としても意味があるが，来年３月以降

になるとこれをしぼって大学改革についての

話しを進める上の参考にすることもできる。

各部会で検討を進め，その過程において部

会からはずれる問題があれば，合同で検討す

ること。例えば授業料問題などは国立と私立

との関係についても論議する必要があろう。

改革案だけでなく，その他の問題について
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場所学士会分館６号室

出席者加藤委員長，本川副会長’

和達副会長（第２研究部会長）

第１研究部会

柳川部会長

今西，小野，熊谷各委員

伊藤，成田各専門委員

第２研究部会

広根，宮島，谷口，松田各委員

小野，柿内，成川各専門委員

第３研究部会

中川部会長

秋月，野田，武田，田畑各委員

佐々木，鈴木各専門委員

合同研究部会

総山，三島各専門委員

加藤委員長主宰の下に開会。

委員長より，開会の挨拶があってのち，前回

（10月３日）の研究部会連絡会議以後における

委員の異動について次のとおり報告があった。

部会名

第１委員（１日）前川忠夫（香川大）

（新）熊谷三郎（愛媛大）

主査（,日）田上穰治（一橋大）

（新）雄川一郎（東京大）

専門委員（新）成田頼明（横浜国大）

第２委員（'日）細谷恒夫（山形大）

（新）広根徳太郎（山形大）

第３専門委員（新）鈴木寛（金沢大）

ついで，丁子主事から，本日の会議資料の説

明があり，続いて前回（10月３日）研究部会連

絡会議の議事要録を朗読し，一部改正し,承認

されて，議事に入った。

,、中教審「高等教育の改革に関する基本構想

（中間報告）に対する見解（案）」について

であるが，多くの場合非公式には国大協に連

絡はしても，タイムリーに仕事を進めていく

関係上相談する時間的な余裕がない場合が多

らい。（3)はかなりはっきりするが(2)の問題に

ついては，事前に相談することは難しいが，

結果は情報として知らせてもらうことは必要

である。とかく学長の学内の情報伝達が＋分

でないとの批判もあるが，この辺にも問題が

あろう。申し合わせの問題は，重ねて論議す

ることとしたい。

4．第１常置委員会との関係について

目下第１常置委員会において検討中の，中

教審の「高等教育の改革に関する基本構想」

に対する見解と研究部会の関係については，

第１常置委員会の成案を得る前に研究部会の

意見をきき，研究部会と協同のもとに成案を

得るようにすることも一つの方法ではないか

との考えが出され。この点第１常置委員会と

して検討願うこととした。

5．今後の審議の目安について（事務的）

今後の目安として，①審議資料を整理し，

追加分を補充すること②審議の日取りについ

て③全体のホームについて

なお，総会の前に合同部会を開催すること

とし，その日時を，１１月４日（水）午後１時

より合同部会を開き，引続いて各研究部会を

開く，当日は新委員，専門委員の方々にも参

加願うこと，また当日は宿泊も準備すること

に了承された。
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(27）大学運営協議会研究部会

全体会議議事要録

鋳
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日時昭和45年11月４日（水）午後１時～午

後４時
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初めに委員長より，予て第１常置委員会に

おいて検討してまとめた，中教審の「高等教

育§の改革に関する基本構想（中間報告）に対

する見解（案）」について，第１常置委員長

から，本研究部会に対して意見を求められて

いたので，過日各委員苑上記見解（案）を送

付し，検討おき下さったので，本日は先ずこ

のことについて検討を願いたいと挨拶があり

ついで中川第１常置委員長より別紙資料(4)の

見解（案）は，各大学から寄せられた意見を

基にして小塚臨時委員がまとめられた案を，

第１常置の小委員会で検討の結果，出来上っ

たものであるが，これについて意見を伺がい

修正すべき点があれば修正をし，できれば別

:紙審議日程案（資料７）によって見解（案）

のとりまとめを行ない，来るべき理事会およ

び総会に報告し，今後の取り扱いをきめたい

旨説明があった，ついで丁子主事から原案作

成者の小塚臨時委員から寄せられた上記見解

（案）の修正意見（字句を含む）の説明があ

り続いて熊谷委員，佐々木専門委員，野田委

員三島専門委員，総山専門委員，雄川主査か

ら寄せられた意見について，それぞれの学長

および意見提出者（雄川主査よりの意見は，

伊藤専門委員から）より別紙意見書（資料１９

参照）の説明があった。

以上の意見の発表に続いて，各委員の間で

検討が行なわれたが，その主なる意見は次の

ような点であった。

○国大協として公表するならば，ある程度

国大協としてのまとまった見解を出しても

よいのではないか。全体として迫力が足り

ないように思われる。

○学生の生活環境，社会活動など学寮問題

以外の問題も，機能を分析して`慎重に取り

上げてはどうか。

○紛争処理に関する意見ももり込みたい。

○大学内の問題は大学で処理するという大

方針は堅持してほしい。

○批判と提言が一緒になっているようだが

分けた方がよい。また，中教審案と対等に

つき合わせてまとめるべきで，その性格付

けを明確にすること。なお財政的裏付けに

ついては，積極的にいうべきである。

○国大協として意見を公表する場合には，

総括的なことを初めに書いてほしい（この

場合ある程度財政的なことにも触れて）

○意見書の最初の部分にあたる総括的な部

分は第１研究部会で考えてもらい，出来上

ったところで，必要により部会長あたりで

相談願うこととしたい。大略上記のような

討議が行なわれ，この見解（案）の作案に

ついては，批判と建設的な面との取上げ方

としては，批判を中心にして，積極的な面

を取上げ整理することとし，本日この全体

会議終了後，引続いて行なわれる各研究部

会でさらに検討を行ない，１１月７日から１１

月16日までの間に，各研究部会の意見によ

り原案を調整し，更にこれを各部会と協議

して修正案をまとめることとした。なお，

総会までの日数がないので今回は一応上記

の予定で案をまとめ総会に諮り，今後の取

り扱いをきめることとした。

2．大学問題に関する第２次調査研究について

大学問題に関する調査研究（中間報告）は

本年の２月研究部会として公表したが，一方

「中教審」では来年３月頃「高等教育の改革

に関する基本構想」の答申を予定している点

等を勘案して，この研究部会の今後の進め方

について協議した結果，第２次調査は資料(3)
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に記されてある要領によって行ない，案をま

とめることとした。

なお，委員長より，この大学問題に関する

調査研究の意見のとりまとめは，まとまるも

のは出来るだけまとめたいと思っているが，

必ずしも無理をしてまでまとめる必要はなく

最終的には各大学の自主`性に任すことになる

ものと思われる。また，これから行なう第２

次の調査も１月中に各大学からの意見をまと

めても，さらにまた各大学へ１，２回の照会

をしなければならなのようになるかも知れな

いとの考えを述べられた。続いて，秋月委員

より，今まで各大学から寄せられた意見は，

必ずしも，全部が大学としてまとめられた意

見でもないので，その点を考慮に入れて見解

（案）のまとめをしてほしいとの意見があっ

た。

以上で本日の研究部会の全体会議は終わり

最後に鶴田事務局長より，資料７として配付

してある中教審「高等教育の改革に関する基

本構想」に対する見解のまとめについての審

議日程は，引続いて行なわれる各研究部会に

おいてもさらに検討してほしいとの要望があ

り，また，資料８の「国立大学協会の役割特

に大学の自主1性と国立大学協会の意見の表明

との関係について」は，大学の管理運営問題

を検討するにあたっての参考に供したもので

あるので，是非ご一覧願いたい旨希望され

た。

3．その他

○筑波新大学の在り方について（中間報

告）（資料14）

委員長より，この問題は，今までは国大

協としてはタッチしていなかったものだが

一応制度としては，一般論に入るものと思

うが，今回の大学問題に関する調査研究の，

報告に加える必要があるかどうかとの質問Ｉ

があったが，宮島委員よりこの中間報告は

文部省内に設けられている「筑波新大学創Ｉ

設準備調査会」の意見であり，必ずしも東

京教育大学の意見でもないので，目下のと

ころ，大学制度検討の際の－材料としてい

ただければよいのではないかとのことであ．

った゜また，筑波新大学と現在の東京教育．

大学との関連はどうなっているかとの質問１

もあったが，このことは或る程度の方針は

きまっているが，未だ結論を得るまでには

至っていないとのことであった。

この問題は，特別立法をどうするか不明ｊ

だが，各大学にも関係があると思うので，

検討していくことも必要と思う。部会で取苣

り上げるか，ともかく材料として考える必．

要はあろう。また，地方の大学では，この

形にまき込まれるかなど心配している人も

ある。その意味で国大協として検討の必要さ

があろうが，いずれにしても慎重に取扱っ

てほしいとの意見があった。
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(28）大学運営協議会研究部会

連絡会議議事要録

鋼

日時昭和45年11月14日（士）午後４時～午二

後６時

場所池之茶屋（上野池の端）

出席者第１研究部会柳川部会長

第２研究部会和達部会長，松田主査

綿貫，小野，柿内，

成川各専門委員

第３研究部会中川部会長

武田主査，三島，佐々木
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○３．教育・研究活動の特質とその効率的な

管理の必要性

○４．高等教育機関の自主'性の確保とその閉

鎖,性の排除の必要性

○５．高等教育機関の自発'性の尊重と国全体

としての計画的な援助・調整の必要性

佐々木専門委員の修正説明

同上見解（案）の「第１高等教育改革の

中心的な課題」のうち，次の２項について別

紙のとおり修正報告があった。

○１．高等教育の大衆化と学術の高度化の要

請

○２．高等教育の内容に対する専門化と総合

化の要請

三島専門委員の修正説明

同上見解（案）の「第２高等教育改革の

基本構想」のうち次の，２項について別紙の

とおり修正報告があった。

○１２学生の生活環境の改善充実

○１３大学入学者選抜制度の改善の方向

以上のとおり，第２，第３各部会の修正案

の説明報告があったが，協議の結果，この修

正案については，さらに，次のようにとりま

とめることとした。

①第２研究部会の修正案は，一両日中に松

田主査と小塚委員が相談の上決定する。

②第３研究研究部会の修正案は，佐々木案

の「1.高等教育の大衆化と学術の高度化の

要請」の項と，鈴木案の「4.高等教育機関

の自主性の確保とその閉鎖性の排除の必要

』性」の項目については，松田主査にさらに

検討を願い，他部会との意見調整をして貰

うこととした。

③第１研究部会の修正案については，上記

鈴木各専門委員

外に小塚第１常置委員会臨時委員

柳川第１研究部会長司会の下に開会。

議事に先だち，過日第１常置委員会の高等教

育改革に関する基本構想に対する見解（案）を

各委員に送付して意見を伺ったところ，武田主

査より別紙〔第１常置委員会｢見解」（案）に対

するコメント〕鈴木専門委員〔「基本構想｣(中

教審）の問題点〕総山専門委員より〔「高等教

育の改革に関する中教審の問題点（第３研究部

会案）に関するコメント〕小塚第１常置委員会

委員より〔第１常置委員会の見解(案)のうち，

30頁11行目(1)より以下31頁９行まで全部削除さ

れたいとの意見が寄せられた旨報告，それぞれ

参考資料として配付した。なお，この外，第３

研究部会の武田主査から第１研究部会に対して

参考として，別紙のとおりの意見の提出があっ

た旨報告があった。

議事

`０第１常置委員会の見解（案）の修正案のと

りまとめについて

初めに午前に行なわれた各研究部会（ただ

し，第１研究部会を除く）で検討の上，修正を

した第２研究部会と第３研究部会とのそれぞれ

の修正案について報告説明をきくことにし，次

`のとおり報告があった。

第２研究部会の修正報告

松田主査より，本日朝から開会した第２研

究部会では，検討の結果，第１常置委員の見

解（案）のうち，別紙「第２研究部会修正

案」のとおり，修正報告があった。

第３研究部会の修正報告

鈴木専門委員より，同上見解（案）の「第

１高等教育改革の中心的な課題」のうち，

次の３項について別紙のとおり修正報告があ

＠
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〆第２，第３の各研究部会の修正案を見た上

で，検討作案することとした。

以上で，本日の連絡会議を終わり，最後に

今後の修正案のとりまとめの日程について協，

議しγ次のとおり決まった。

○１１月16日（月），１１月１７日（火）第１研究

部会の修正案のとりまとめ，まえがきの作

案。

○１１月19日｡（木）午前10時より，池之茶屋に

おいて各研究部会の修正案およびまえがき

について第１常置（小塚臨時委員その他）

と各研究部会の連絡会議で協議して成案を

得ること。

○１１月20日（金）～23日（月）成案の印刷。

とめをすることとした。

先ず雄川主査より，同委員が作案された「は

しがき」の全文を朗読，説明があり，検討の結

果，別紙のとおり一部字句の修正があって，了

承され，見解（案）の最初の部分に入れること

とした。なお，標題の「高等教育の改革に関す

る基本構想に対する見解（案）」は（案）とし

ないで（未定稿）に改めることとした。続いて

雄川主査より見解（案）の次の各項目について

それぞれ修正をしたい旨全文を朗読の上，その

修正箇所の指摘と説明があった後，種々検討，

意見の交換を行なった結果，別紙のとおり修正

することとした。

7．高等教育機関の規模と管理運営体制の合理

化（見解案27頁）

8．教員の人事，処遇の改善（見解案28頁）

９．国・公立大学の設置形態に関する問題の解

決の方向（見解案29頁）

１０国の財政援助方式と受益者負担および奨学

制度の改善（見解案32頁）

１１高等教育の整備充実に関する国の計画的な

調整

最後に，見解案の33頁の

１２学生の生活環境の改善充実

１３大学の入学者選抜制度の改善の方向

の二項目については，討議の結果，別紙三島

案の見解を加えることとした。

以上で，本日の研究部会連絡会議は終わり，

この修正した案を至急整理印刷の上，来たる１１

月24日の理事会に提出することとした。

愈
切

:露、

〔29）大学運営協議会研究部会

連絡会議議事要録

日時昭和45年11月19日（水）午前10時

場所池之茶屋（上野池の端）

出席者第１研究部会

柳川部会長，雄川主査

第２研究部会

松田主査，綿貫，小野，成川各専門委

員

第３研究部会

武田主査

柳川第１研究部会長の司会の下に開会。

初めに〆柳川第１研究部会長より，本日は予

て各研究部会で検討された，第１常置委員会の

「高等教育の改革に関する基本構想に対する見

解（案）」について，修正意見の総まとめをし

たい旨開会の挨拶があり，ついで，各研究部会

間で意見の交換を行ないながら，全体としての

調整をはかり研究部会としての修正案のとりま

鞠

と

(30）大学運営協議会研究部会

連絡会議議事要録

鋒
繍

日時昭和45年12月18日（金）午前10時
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方にそれぞれ担当された部門を受持ってい

ただくことがよいかと思う，一応この考え

方で進めたい。１部は資料７（修正したも

の）のように担当者を変更して原案の執筆

をお願いすることとしたい。（｢人事の項」

は，田上委員の代りに一橋大学から適当な

後任を選んで，「研究」の項は，清野委員

の後任小野太専門委員に,｢大学における学

生の立場」の項の田上委員の分は雄川委員

（主査）にそれぞれ担当を願うこと）一応

上記のとおり依頼することとし，内容の詳

細については各研究部会で相談して貰うこと

とした。

なお，綿貫専門委員より，この調査研究の

作案にあたっては，各研究部会の専門委員の

補充乃至増員（特に第２研究部会）をしてほ

しい（出来れば，１日帝大と事情の違う新設大

学からも）との発言があり，協議の結果，現

委員乃方々で相互に併担してもらうことも考

えられるが，一応次のとおり委嘱することに

なった。

第１研究部会

専門委員とし，田上委員（退官）の代りと

して，一橋大学（必ずしも法学部とは限らな

い）より１名（国大協事務局長より依頼する

こと）第２研究部会

埼玉大学から１名（和達部会長へ依頼）東

京工大から１名（なるべく大学改革にタッチ

した人沢田専門委員へ依頼）外に，医学部関

係から１名を加える。（国大協事務局長から

清水医科歯科大学長に相談すること）

第３研究部会

清野専門委員の後任として小野木教授(京大）

に専門委員を委嘱することに決定。外に，

１名を武田，田畑両主査で相談の上増員する

場所如水会館第１談話室

出席者加藤委員長

第１研究部会

柳川部会長，雄川主査

伊藤，沢田各専門委員

第２研究部会

和達部会長

松田主査

柿内，綿貫，成川各専門委員

第３研究部会

武田主査

小野木専門委員

加藤委員長主宰の下に開会。

初めに，加藤委員長より開会の挨拶があって

後，第３研究部会の清野専門委員の辞任に伴い

その後任として小野木教授（京大）が委員に就

任された旨報告があり同委員を紹介された。つ

いで，前回（11月４日）の研究部会の全体会議

の議事要録中，３頁の下から３行目「2.大学問

題に関する第２次調査研究について」以下を朗

読し，－部字句の修正があって承認された。続

いて，丁子主事より会議資料の説明があって議

事に入った。

Ｏ大学問題に関する第２次調査研究について

初めに,加藤委員長より,先般の総会の際資

料５の「大学問題に関する第２次調査研究に

ついて」諮った結果，これに記されてあるよ

うな考え方で第２次調査研究を行なうことに

承認を受けたので，今後これを具体的にどの

ように検討をすすめ，意見をまとめていくか

について先ず検討を願いたいと挨拶があり，

続いて調査の趣旨について説明があって協

議に入った。

（１）各委員の分担事項について

原則としては，能率の点から前の執筆の

､
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におり込んで作案することとしたが，特に

③の図書館に関する問題は，第２部会では

切りはなして別の形で提出しているので，

また⑤の教員養成制度の問題についても，

できれば関連事項として「附」としてほし

いという意見があった。

(6)大学問題に関する調査研究（中間報告）

武田主査より，上記の中間報告の102頁

に若干記されている事項で，「大学と国と

の関係」をもう少し第１研究部会か第３研

究部会でふれておく必要があるのではない

かとの意見があり，このことは第１研究部

会と，第３研究部会で考えることとした。

なお第３部会の「財政」については，もう

少し補強したいこと，大学を規制する法令

などについては第１部会にお願いしたいと

の意見があった。

(7)各研究部会の開催は，次のとおり決定し

た。

第１研究部会未定（決定次第通知する

こと）

第２研究部会本日（18日合同部会終了

後）１時より

第３研究部会１２月24日（木）午後１時

より

その後１月中に再び開催

予定

以上で，本日の会議を閉じた。

こと。

なお，第２次調査研究に関連して，綿貫専

門委員より目下第３常置で検討している学寮

問題をどこかへもり込む必要があるかどうか

との質問があったが，このことについては，

今直ちに決定せず〆審議の過程で必要であれ

ば後日きめることとした。

(2)作業日程について

事務局長より，資料４によって説明があり

原案どおり了承された。

この日程については，中教審（５月頃ま

でにまとめるか）との関係を考え，これに

出おくれることのないようにするためには

早い程よいが，審議日程もかなり無理であ

るので，場合によっては秋の総会まででよ

いのではないかとの意見があったが，明年

６月の総会に諮ることを目途として，この

日程で進め，たとえ「第１次案」としてで

もよいから一応のまとめをすることとした

(3)合同研究部会（大学における学生の）は

１２月27日（日）午前10時より正午まで開催

する。

(4)職員の管理運営上の立場について

過日開催された全国国立大学事務局長会

議で，予てから問題になっていた上記の問

題について意見の交換が行なわれたとのこ

とであるが討議の結果，職員は直接には参

加すべきでないという意見が多数を占めた

との報告があった。しかし，このことは第

１研究部会でも考えてほしいとのことであ

った。

(5)既に公表したものとの関係について

別紙資料４の(5)によって説明があり，こ

れらの点も考慮に入れ，基本的な点は喰い

違いのないように，ある程度は適当に内容

，

關

偽

〔31）大学運営協議会研究部会

連絡会議議事要録

。
爾

昭和45年12月27日（日）午前10時

学士会分館７号室

柳川第１，和達第２部会長

日時

場所

出席者
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雄川，松田，武田各主査

沢田，綿貫，佐々木，総山，三島各専

門委員

柳川座長主宰の下に開会。

初めに，柳川座長より，本日学生問題に関し

打合わせをしたい旨挨拶があった後，丁子主事

から配付資料の説明があり，続いて前回（12月

18日）研究部会連絡会議議事録を朗読し，－部

字句の修正の上承認され，議事に入った。

Ｏ大学問題に関する第２次調査研究について

初めに，柳川座長より，本日の研究部会連

絡会議では，去る２月に中間報告として公表

した「大学問題に関する調査研究」の中の本

合同研究部会担当の「Ⅳ大学における学生」

の部分について問題をとり出し，その上で修

正または補足すべき点等について意見の交換

を行なった上，これがまとめについて，それ

ぞれ分担者をきめてほしいと述べられ，審議

に入った。

（１）原案執筆分担者の決定

去る12月18日の研究部会連絡会議で原則

としては各研究部会共前回の担当者にそれ

ぞれ担当していただくこととしたが，一部

の事項については当時の担当者が退職され

たり，委員を辞任されたこともあつたった

りしたので協議の結果配付資料７のとおり

担当者が一応決まった旨報告があった。つ

いでこれらの担当者について再検討をした

結果，Ⅳの「大学における学生」の標題の

うち,「はしがき」と「Ｉ大学における学生

の立場」（前担当者は田上先生）の項は，

前回の合同部会の際には雄川主査にお願い

する予定になっていたが，この部分は各研

究部会にも関連が深いので，第１，第２，

第３の各部会の意見を考慮に入れて考えて

貰うこととした。

(2)問題点について

①三島専門委員より，学寮問題について

文部省では，廃止にかたむいており，中

教審でもこのかたむきがある。この際国

大協としてある程度ふれておくべきでな

いかとの意見があったが，このことにつ

いては,ある程度はふれることとしたが，

この問題は目下学寮に関する委員会で検

討中の段階でもあるので，本調査研究と

は別個にして今後の問題とすることとし

た。

②武田主査より，学生問題については,

先きの審議の際は急いだたためにプ学生

部のとらえ方について若干書きおとしが

あると思われる。「Ｉ大学における学生

の立場」の項の中に「教育を受ける者の

立場」とか「カリキュラム問題｣，「育英

資金」の問題や，また本来の正規に勉強

する学生の面が取り上げられていない。

このような点も盛り込んでおいた方がよ

いのではないかとの意見が述べられ考慮

することとした。

③標題の「大学における学生」は，内容

の点から見て誤解されるおそれがあるの

で，標題名を「正課外における学生」に

改めることとしてはどうかとの意見があ

りった゜

(3)研究部会の作業日程について

武田主査より，事務当局で立案した上記

の作業日程について，去る12月24日第３研

究部会で検討した結果，別紙配付資料「研

究部会作業日程」の一部を次のように変更

たしいとの希望があった旨報告説明があり

協議の結果，一部をとおり次の変更した。
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記

「２月27日（士）修正原稿締切，印

刷を

「３月１日（月）同上」

に改める。

（４）「第２次調査研究」のとりまとめ方針に

ついて

上記報告についての今回のとりまとめは

前回の中間報告とは全く別箇のものとして

作成するのかあるいは増補改訂版的にする

のかとの質問があったが，このことについ

ては配付資料(5)の趣旨に従がってなるべく

各大学の意見の幅をせばめて行く考え方秀

作案し，前報告と別箇のものにすることで

はなく，増補改訂版的の報告にする方針で

すすめることを確認した。

（５）その他

①配付資料(4)の協議事項（案）のうち，

「(5)公表したものの関係」の④の中教審

の「高等教育の改革に関する基本構想」

に対する見解（未定稿）は，未だ意見を

聞いている段階であり，正式には公表し

ていない筈のものであるので，’慎重に扱

ってはとの質問があった。これは実際上

は中間報告的のものであって，正確に言

えば公表の意味でないと解釈してほしい

との説明があった。

Ｃ次回各部会の開催日程について

２月20日（土）研究部会連絡会議

２月21日（日）合同研究部会（学生問題）

２月22日（月）合同研究部会（部会長主

査，専門委員）

会 ムロ
ロ

(昭和45年10月～12月）

２諸

｡

月日曜時刻会議名

１０．１木１３時第２常置委員会

１０．２金１０時第７常置委員会

１０．２金１３時30分教職員の厚生等に関す

る特別委員会

１０．３±１０時30分大学運営協議会研究部

会連絡会議

１０．５月１０時第４常置委員会

１０．８木１３時第１常置委員会小委員

会

１０．９金１３時第１常置委員会

１０．１９月１０時図書館特別委員会

１０．２３金１０時30分第７常置委員会小委員

会

１０２３金１３時第３常置委員会

１０．２４±１０時第３常置委員会専門委

員会

１０．２４士１０時教職員の厚生等に関す

る特別委員会小委員会

１０．２６月１３時地区理事懇談会

１１．４水１３時大学運営協議会研究部

会全体会議

１１．１０火１４時大学運営協議会第２研

究部会

１１．１１水１１時教養課程に関する特別

委員会

１１．１２木１３時第３常置委員会専門委

員会

１１．１３金１０時30分第７常置委員会

１１．１３金１３時30分教職員の厚生等に関す

る特別委員会

１１．１３金１３時第３常置委員会小委員
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１２．１８金１０時大学運営協議会研究部

会連絡会議

１２．１８金１３時大学運営協議会第１研

究部会

１２．１８金１３時大学運営協議会第２研

究部会

１２．２２火１０時第２常置委員会小委員

会

１２．２４木１３時大学運営協議会第３研息

究部会

１２．２７日１０時大学運営協議会連絡会？

議

１２．２７日１２時大学運営協議会第１研一

究部会

１２．２７日１３時30分大学運営協議会第２研：

究部会

会

１１．１４士１０時大学運営協議会研究部

会連絡会議

１１．１９木１０時大学運営協議会研究部

会連絡会議

１１．１９木１７時30分第７常置委員会小委員

会

１１．２１士１０時30分第７常置委員会

１１．２４火１０時第１常置委員会

１１．２４火１０時第２常置委員会

１１．２４火１０時第３常置委員会

１１．２４火１０時第４常置委員会

１１．２４火１０時第５常置委員会

１１．２４火１０時第６常置委員会

１１．２４火１３時理事会

１１．２４火１７時医学教育に関する特別

委員会

１１．２５水１０時総会（第１日）

１１．２５水１７時大学運営協議会第３研

究部会

１１．２６木１０時総会（第２日）

１１．２６木１３時学長懇談会（国大協主

催）

１１．２７金１０時事務連絡会議

１１．３０月１０時第３常置委員会専門委

員会

１２．７月１０時30分大学卒業予定者就職問

題懇談会(文部省主催）

１２．１１金１０時保健体育に関する懇談

会

１２．１４月１０時第３常置委員会専門委

員会

１２．１５火１３時第３常置委員会小委員

会

１２．１７木１０時第４常置委員会

刀

嗽

樹

３第47回総会

国立大学協会事業報告書

(注）第46回総会より今総会前まで二

1．諸会合（71回）

(1)第46回総会

４５．６２６（金）第１日

６．２７（士）第２日

(2)事務連絡会議（２回）

４５．６．２９（月）幹事会

６．３０（火）第13回事務連絡会議｝

(3)理事会（２回）

45.10.26（月）地区理事懇談会

１１．２４（火）理事会

(4)常置委員会（40回）

１）第１常置委員会

（主要審議事項）「大学院制度の改善につ

いて」に対する各大学の意見について検討

録

、

ｏ
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９．７（月）第４常置と合同

10.23（金）常置委員会

10.24（士）専門委員会（体育系サー

クル部室)

11.12（木）〃（同上）

11.13（金）小委員会（学寮問題）

11.24（火）常置委員会

4）第４常置委員会

（主要審議事項）「保健管理施設の増加，

充実」ならびに「奨学制度の改善につい

て」の要望書のとりまとめと「研究・教育

の場における災害事故対策」ならびに「共

同研修施設」その他第３常置委員会と協同

して学寮問題の検討を行なった。

４５．６．２７（土）常置委員会

７．３１（金）〃

９．７（月）〃

９．７（月）第３常置と合同

１０．５（月）常置委員会

11.24（火）〃

5）第５常置委員会

（主要審議事項）「大学間における教官の

交流を容易にするための非常勤講師手当お

よび旅費の増額」ならびに「国費留学生の

給与引上げ」の要望書のとりまとめを行な

い関係方面に提出したほか大学間の交流の

問題につき審議した。

４５．６．２７（土）常置委員会

11.24（土）〃

６）第６常置委員会

（主要審議事項）昭和46年度予算に関する

要望書のとりまとめと教職員の定員削減問

題に関する要望書のとりまとめを行なっ

た。

４５．６．２７（士）常置委員会

し｢(第一次中間報告）に対する各大学の意

見について」をとりまとめた。また，中教

三審高等教育改革の基本構想（中間報告）に

ついて検討し，研究部会と協議して「高等

教育の改革に関する基本構想に対する見

解」（案）をとりまとめた。

４５．６．２７（士）常置委員会

７．６（月）小委員会（泊りこみ）

７．７（火）〃

７．２３（木）常置委員会（中教審委員

との懇談）

７．２９（水）小委員会

９．３（木）〃

９．４（金）〃

１０．８（木）〃

１０．９（金）常置委員会

11.24（火）〃

２２）第２常置委員会

（主要審議事項）入試制度の根本的改善に

関連し，国立大学共通第一次試験，調査書

の取扱いおよび入試期の１期２期の問題そ

の他について検討した。

４５．６．２７（士）常置委員会

７．２８（火）〃

１０．１（木）〃

11.24（火）〃

;3）第３常置委員会

（主要審議事項）「学寮問題に関する各大

学の意見調査」を検討しそのための小委員

会（第４常置委員会委員協同）と，新たに

体育系サークル部室に関する専門委員会を

設置してそれぞれ検討に着手した。また，

就職椎せんの時期について審議した。

４５．６．２７（士）常置委員会

９．７（月）〃
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８．２２（士）小委員会～

９．１６（水）常置委員会

９．２１（月）専門委員会

11.24（火）常置委員会

７）第７常置委員会

（主要審議事項）「教員養成制度について

（中間報告案）」を各大学に送付して意見

を照会してこれを検討し「教員養成制度に

ついて（中間報告）」をまとめた。

４５．６．２７（士）常置委員会

１０．２（金）〃

11.13（金）常置委員会

11.19（木）小委員会

11.21（士）常置委員会

(5)特別委員会（12回）

１）医学教育に関する特別委員会

（主要審議事項）医学教育の現況について

検討した。

45.11.24（火）特別委員会

２）図書館特別委員会

（主要審議事項）「大学の研究と教育に対

する図書館の在り方とその改革について」

（第１次報告）の字句整理をしてこれを公

表するとともに，大学図書館予算および図

書館学の振興に関するアンケート案につい

て審議した。

４５．７．１８（士）小委員会

７．２０（月）特別委員会

９．７（月）〃

９．２４（木）小委員会

10.19（月）特別委員会

３）教養課程に関する特別委員会

（主要審議事項）委員会の今後の進め方，

教養課程の将来像およびその移行的な整備

として当面考えるべき諸問題について審議

した。

４５．６．２７（士）特別委員会

９．２５（金）〃

１０．１１（水）特別委員会

４）教鑿員の厚生等に関する特別委員会

（主要審議事項）教職員の厚生等に関する

諸問題についてその現状ならびに問題点を

検討し，これについて審議した。

45.10.2（金）特別委員会

10.24（士）小委員会

11.13（金）特別委員会

（注）今期は，新設大学拡充特別委員会，

科学技術行政特別委員会，研究所特別委：

員会，入試期特別委員会の開催はなかっ

た。

(6)大学運営協議会（９回）

（主要審議事項）「大学問題に関する調査研：

究」の今後の進め方について協議し「大学間．

題に関する第２次調査研究」を実施すること

に決定した。なお関連して第１常置委員会の

「中教審，高等教育の改善に関する基本構想

に対する見解（案）」について検討した。

45.10.3（士）研究部会連絡会議

１１．４（水）研究部会全体会議

１１．４（水）第１，第２，第３各研究

部会

11.10（火）第２研究部会

11.14（士）第１研究部会

11.14（士）第２研究部会

11.14（士）第３研究部会

11.14（士）研究部会連絡会

議

11.19（木）〃〃

(7)その他の会合（４回）

４５．７．１６（木）中教審第25特別委員会
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教職員の特殊性にかんがみ定員削減のわく

外としてその対象から除外するよう内閣官

房長官，行政管理庁長官，文部大臣宛要望

書を提出した。なお，そのあとこのことに

関し新聞記者会見を行なった。

45.10.1第46回総会において提出すること

になった「昭和46年度予算に関する要望

書」「大学保健管理施設の増加充実」な

らびに「奨学制度の改善」に関する要望書

について文部大臣ならびに大蔵大臣に提出

した。なお「奨学制度の改善に関する要望

書」については，とくに日本育英会々長に

対しても要望した。なおその際授業料値上

げの問題に関し文部事務次官ならびに大蔵

事務次官に対し教育の機会均等その他の諸

般の事由により賛成しかねる旨を取と敢え

ず口頭をもって強く申し入れた。

45.10.1日本学術会議主催の大学院改革問

題（とくに研究院構想）に関するシンポジ

ウムに，大学運営協議会第２研究部会より

出席して国立大学協会側の意見を発表し

た。

(各国立大学への意見照会）

４５．７．２「教員養成制度について（中間報

告案)」を第46回総会に報告するとともに，

これに対する意見を第７常置委員会から各

大学に照会した。

４５．７２７研究・教育の場における災害・事

故対策に関する第２回目のアンケートとし

て実験実習を伴う学部ならびに大学院の学

生数について第４常置委員会から各大学に

照会した。

（資料・連絡強化等）

４５．７．１３愛媛大学（第３次分），群馬大学

（第４次分），東京大学（第19次分）の大

（意見発表）

８．２５（火）スポーツ傷害補償懇談会

９１９（士）就職問題懇談会

１０．１（木）日本学術会議大学問題シ

ンポジウム

2．要望書その他の諸活動（16件）

（対外的諸活動）

４５．７．１５第46回総会において提出すること

になった「大学問における教官の交流を容

易にするための非常勤講師手当および旅費

の増額」ならびに「国費留学生の給与引上

げ」の要望書を文部大臣ならびに大蔵大臣

に提出した。なお，「国費留学生の給与引

上げ」の要望書についてはとくに自民党

対外経済協力特別委員会委員長宛にも要望

した。

４５，７．１６中教審第25特別委員会の招きによ

り加藤会長と波多野お茶の水女子大学長が

同特別委員会に出席しさきに同委員会が公

表した試案に対し国立大学協会側として個

人的な意見を述べた。

４５．８．１１わが国の語学教育とくにその実用

面についての早急な改善に資するため，財

団法人語学教育振興会の依頼により同会の

「語学集中訓練｣について趣旨周知方各大学

長宛要請するとともに，文部大臣宛これに

関する予算措置について配意方要望した。

４５．８．１７第46回総会において公表すること

になった「大学の研究・教育に対する図書

館の在り方とその改革について｣(第１次報

告）を文部大臣に提出し大学図書館に関す

る行財政上の参考に供するよう要望した。

４５．８．２４昭和47年度以降引続き公務員の定

員削減実施方針が閣議決定されたが，国立

大学協会としてはこれに先立ち，国立大学
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学改革案の寄贈を受け各大学に送付した。

４５．８.1３広島大学（第６次分），山形大学

（第３次分)，大阪大学（第４次分)，宇都

宮大学から寄贈の大学改革案等を各大学に

送付した。

45.10.15鳥取大学（第２次分)，長崎大学，

三重大学から大学改革案の寄贈を受け各大

学に送付した。

45.11.6全国高等学校長協会々長より会長

宛の大学入試制度改善に関する要望書を参

考のため各大学に送付した。

45.11.１０国立大学協会の総会討議資料とし

て，「国立大学協会のあり方について(案）

地区理事懇談会｣，「国立大学協会のあり方

について（第46回総会第１日の議事録よ

り）」および「国立大学協会の役割特に大

学の自主性と国立大学協会の意見表明との

関係について（地区理事懇談会）」を各大

学に送付した。

45.1Ｌ１６広島大学（第７次分）および弘前

大学（第４次分）から大学改革案の寄贈を

受け各大学に送付した。

45.11.24「国立大学協会規則集」を改訂印

刷し各大学に送付した。

3．会報発行（２回）

会報第49号（45年８月)，第50号（45年11月）

０
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Ｂ要薑薑等

，
いである。

２．国立大学教官等の専門職としての性格

綴国立大学教職員のうち，とくに教官について

は，その専門別にそれぞれ定員が定められてお

り，その定員を削減することは必要な分野の研

究・教育に穴をあけ，学問の遂行に大きな支障

をきたすことになる。このように職務の代替性

と融通性を欠いていることは，大学の研究・教

育を補助する教務・技術・技能・海事・図書・

医療等の特殊の職員についても，同じくあては

まることである。

なお，国立大学の教官については，ある程度

の欠員があるが，これは適任者をもって充てる

必要上から，さしあたり欠員となっているもの

であり，これをもって定員に余裕があると見る

ことは，大きな誤りであるといわざるをえない

３．大学改革との関係

国立大学教職員の不足が大学運営の障害とな

っていることは，大学紛争の過程で痛感された

ところであるが，今後の課題である大学改革に

おいては，予算および人員の充実が大きな前提

条件となるといってよい。その点からみて，こ

れ以上の定員削減は，今後における大学の運営

および改革にとって大きな障害となるものとい

わざるをえない。

1．国立大学教職員の定員削減

問題に関する要望書

昭和45年８月24日

国立大学協会

会長－加藤一郎

国立大学教職員の定員削減については，国立

大学協会として，従来からその適用除外を要望

してきたところであります。今回さらに昭和４７

年度以降の定員削減が問題となっておりますが

国立大学教職員はその性格が一般の行政職公務

員ときわめて異なっておりますので，その特殊

性にかんがみ，定員削減のわく外としてその対

象から除外するよう，強く要望いたします。そ

の理由は次のとおりであります。

１．国立大学教職員の特殊性

国立大学教職員は，研究・教育の業務を現場

において遂行しており，その定員を削減される

ことは研究。教育という特殊の業務の遂行にい

ちじるしい障害をきたすことになる．このよう

に形式上は一般職の公務員であっても実質的に

性格の異なる国立大学教職員を定員削減の対象

とするのが適切でないことは，高校以下の教職

員が地方公務員であるとはいえ定員削減の対象

とならないこと，および，３公社５現業の現業

職員について総定員法のわく外とされているこ

とと対比してみても，明らかであるといえよ

う。もとよりこのことは，国が国立大学の研究

・教育の特殊性と重要性をどう評価するかとい

う政策的判断にかかるものであることはいうま

でもなく，政府の理解ある判断を期待するしだ

駒
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2．高年齢者の昇給延伸措置に

ついてＱ
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昭和45年11月26日

国立大学協会

会長加藤一郎
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国立大学の授業料についての見解

国立大学協会第47回総会

昭和45年11月26日

国立大学の授業料については，明年度の予算

編成に関連して，その引上げが検討されている

と伝えられる。国立大学協会としては，この間｜

題に深い関心をもつとともに，物価の均衡論な

どによる授業料の引上げに賛成しえないことを

明らかにしておきたい。

第１に，国が学生の能力に応じて，ひとしく

教育の機会を与えなければならないという教育

の機会均等の原則は，教育基本法第３条にも|こ

規定されているところであり，とくに，国立大

学において学生にできるだけ低廉な授業料によ

って勉学の機会を与えることは，この見地から

強く配慮されなければならないことである。さ

らに学生の経済生活の現状を考慮するとき，今

日,授業料の引上げの及ぼす影響はきわめて大

きく多くの国民の子弟の大学への進学の希望を

失わせることになりかねない。

第２に，国立大学の授業料は，総額40億円あ

まり，国立大学の予算（特別会計総額約３，０００

億円，うち国立学校の項目が約1,800億円）に

比すれば，わずかな割合を占めるにすぎない。

これをある程度増額するとしても，財政的に得

るところは少なく，逆に社会的に失うところが

大きいといわざるをえない。

第３に，大学の財政は，本来，授業料のみに

よって収支の均衡をとりがたいものであるが，

とくに国立大学の授業料は，授業の対価という

経済的観点から考えられるべきものではない。

諸外国においても，国立または州立の大学の授

業料は無料またはきわめて低廉のものが少なく

ない｡したがって，国立大学の授業料の性質を

明らかにすることなしに，他物価との均衡論か

国立大学協会は，１１月26日開催の第47回総会

において標記の件に関し，別紙のとおり要望す

ることを決議いたしました。つきましては要望

の趣旨をとくとご諒察の上，格別のご措置をお

とりくださるようお願いいたします。

高年齢者の昇給延伸措置について

本年の人事院勧告には高年齢者の昇給延伸措

置についての勧告が含まれており，給与法の改

正によってそれが実施されようとしている。

国立大学協会は，さきに，国立大学教官につ

いて55才までに最高俸近くに達するよう大幅な

給与引上げを要望した。しかし，今回の昇給延

伸措置は，そのような前提を欠くものであり現

在の給与水準のもとで国立大学の教官および職

員につき昇給延伸措置をとることに対しては賛

成することができないので，これを給与法案か

ら除外することを強く要望する。

＠

：

鰯

3。「国立大学授業料について

の見解」について

篤鷲,著彙:Ｉ
国立大学協会

会長加藤一郎

国立大学協会は，１１月26日開催の第47回総会

において国立大学授業料問題に関し慎重審議の

結果，「国立大学授業料についての見解」を決

定いたしました。つきましては，本問題に関し

特段のご考慮を煩わしたく別紙お送り申しあげ

ます。

録

Ｓ
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らこれを引き上げることは，不適当である。

以上が，現時点における国立大学の授業料の

引上げに賛成しえない主な理由である。国立大

学の授業料の引上げについては，きめ手となる

論拠にとぼしく，最終的には政策的な決定に委

ねられることになろうが，われわれの見解につ

いて，世論の支持と政府の賢明な判断とを期待

するしだいである。

（以上１．２．３要望先）

内閣官房長官(1)文部大臣（1.2.3）

大蔵大臣（1.2.3）行政管理庁長官(1)

人事院総裁(2)総理府人事局長(2)

自民党文教制度調査会長(2)

4．教員養成制度について〔中

間報告）の送付について

国大協総第179号

昭和45年11月26日

文部大臣殿

国立大学協会

会長加藤一郎

当協会第７常置委員会においてこのたび教員

養成制度について（中間報告）を別冊のとおり

とりまとめ昭和45年11月26日開催の第47回総会一

において決定されましたので，お届けいたしま

す（別冊省略）

：

鶴Ｉ

-ゾヘンヘンベー〆角、／ヘンヘンヘピ／ヘグヘー／ﾍｰｸﾞﾑ、〆
〃■ｴｸﾞﾍｰ〆、-／へ/■､－戸、_'■Ｌ/へｸﾞﾍｰﾆﾍﾞｰﾉヘータヘグヘーグヘリロミーノヘーノベーヘノヘグヘも

区］
絶望｜ま希望の始り

アメリカから帰国して三年過ぎ，錆びついてきた自分の英語に油をさしたい気持もあり第１回のＩＴＣ指導

教官に応募してから連続３回ＩＴＣを委嘱され，自分の留学中のとはまた別な英語学習の問題点に出会った。

英米人との接触の経験の殆どない学生にとり，アメリカ人との，英語だけを使用する合宿は神経の疲れるも

のである。最初は,食卓でアメリカ人の隣に坐るのにもアレルギーを起す者もいる。そのうち'償れて,宿舎の従

業員の日本語も英語に聞えたり，アメカ人と同じ風呂に入れば英語が普通より滑らかに口から出ることに気付

いたりする。しかし合宿中すべての学生が抱くのは英語に対する絶望に近い気持である。多少とも持っていた

英語に対する自信が崩れてしまうのだ。中学校なみの英語が聞いてわからず，口からスラスラ出ないのだから

無理もない。しかしこのドン底まで落ちた学生も－いや落ちた後だから－合宿後は目に見えて向上する。

英語に対してものおじしなくなる。

逆説め<がＩＴＣの効用の一つは，始めに英語に対して徹底的に自信を失うことである。英語に対して謙虚

になることである。大学の一般英語でも，なるべく早い時期に学生にこの気持を持たせることが必要だ。受験

勉強であやまった自信を持った学生があまりにも多い気がする。

（弘前大学助教授西村清己）

（注）弘前大学では財団法人語学教育振興会の語学集中訓練を昭和43年度以来実施されている。

蟻；
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2．大学問題に関する第２次

調査研究について

1．昭和46年度予算に関する

重点事項

国立大学協会

昭和４５．１２．２４

１．教官当積算校費・学生当積算校費・教官研

究旅費等の基準的予算の増額

２教育。研究の進展に対応する施設設備の基

準改訂および予算の増額

3．不完全講座および既設学科目の整備充実

4．大学図書館の整備充実

5．教員養成学部の整備充実（小学校教員養成

課程の増募。教員養成学部の課程・学科目の

整備）

6．科学研究費の大幅増額

7．在外研究員。国際研究集会派遣者の増員等

外国旅費の増額

8．保健管理センターの増設等，学生の厚生福

祉に関する施設設備費の増額

9．学部学生および大学院学生の奨学金の増額

および奨学制度の拡充

10．附置研究所および附属研究施設の整備充実

11．附属病院の整備充実（病院医師。非常勤医

師。研修医等の増員および処遇の改善・看護

業務要員の増員）

12.以上の各項に関連して，国立大学の教官お

よび職員の定員を定員削減の枠外とし，必要

に応じ積極的に増員されるよう特段の配慮を

されたい。

第４７回総会

昭和４５．１１．２６

国立大学協会は，さきに国立大学の改革すべ

き問題点について，各大学共通の理解と拠りど

ころを求めることを目的として，大学運営協議

会に研究部会を設け，各大学の改革案等を比較

検討して，一応本年２月研究部会としての中間

報告を公表した。

この度中央教育審議会が，来春３月「高等教

育の改革に関する基本構想」の答申を予定して

いる点等を勘案して，’１月４日研究部会全体会

議を開催し，研究部会の今後の進め方につき協

議した結果，下記要綱により第２次調査研究を

行なうことを決定した。

大学問題第２次調査研究要綱

1．第２次調査研究においては，昭和45年２月

公表した「大学問題に関する調査研究」（中

間報告）以後における各大学の改革案等を検

討し，上記の「中間報告」を補正して，さら

にこれを完成させること。

2～第２次調査研究にあたっては,各大学の意

見等を更に深く掘り下げて，質的にこれを検

討し，さきの「中間報告」における“幅”を

出来得る限り縮め，本調査研究の目的である

「各大学共通の理解と拠りどころを求める」

ことに努め，さらにまた，これを各大学が改

革を図るにあたり参考とすべき基準ともいう

べき当協会（又は大学運営協議会）の意見と

③
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してとりまとめること。

3．前項の意見とりまとめにあたっては，さき

に公表された①大学における一般教育と教養

課程の改善について②大学院制度の改善につ

いて（第１次中間報告）③大学の研究．教育

に対する図書館の在り方とその改革について

（第一次報告）④中教審の「高等教育の改革

に関する基本構想」に対する見解等をどのよ

うな形でこの意見に盛り込むか改めて検討す

ること。

なお，現在第７常置委員会において検討中

の教員養成制度について（中間報告）の取扱

いについても検討する。

4．前項２の意見とりまとめに際しては,当該

案につき各大学の意見をきき成案を:得るこ

と。

5．前項の手続きを経て得た成案は，これを総

会に諮り，各大学において改革を図る際の

「参考とすべき基準」として，これを採択す

ること。

6．前項により採択された意見公表の主体は，

国立大学協会又は大学運営協議会とするこ

と。

7．なお，この意見が更に検討を要するもので

ある場合は，前項の公表主体の「中間報告」

又は「第１次報告」として公表すること｡

た。次回の総会でさらにこれをもとにして討議

をしていただきたいと思います。

1．国立大学協会の性格

(1)国立大学協会の目的

会則第４条は，「協会は，国立大学相互の．

緊密な連絡と協力をはかることにより，その

振興に寄与することを目的とする」と規定し

ている。

①このうち，前段の「国立大学相互の緊密：

な連絡と協力」が最少限度必要なことは，ゴ

当然といえよう。

②後段の「その振興に寄与すること」とは

国立大学全体としての振興と解すべきであ

り，国立大学に関する共通の問題について

の調査・研究から，共通の要望の実現の努一

力まで及ぶものと考えてよい。そのための

方法として，対外的な意思の表明も含まれ

る。

③国立大学協会の性格は，自主性をもった

各挙学の連合体(…上､)というべ
きものであり，国立大学協会の活動もその

見地から考えるべきである。

(2)総会における意思の決定・表示

会則第８条は，「協会がその意思を決定し

又は表示する場合は，総会の議によらなけれ

ばならない。……」と規定し、総会での意思一

の決定・表示を予定している。

①共通の要望については，従来からも投票一

の必要はなく，満場一致の形できめてきた．

し，今後もそれでよいであろう。その例と

しては，予算・施設に関する要望等，大学当

の振興に関する事項が考えられる。

②内容的に意見の相違する事項については

各大学の自主性に関することがらも含まれ‐

ているので，多数決で拘束力をもたせるこ＿

詞
い
む

鏑

駒

3．国立大学協会のあり方に

ついて

昭和４５．１０．２６

地区理事懇談会

（第47回総会承認）

前回の総会における討議の内容を〆地区理事

懇談会でいちおう次のようにまとめてみまし

ｑ
（
雨
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大学運営協議会の運用などについて，検討

する必要があるであろう。

④全体として，現在は動きの多い時期であ

るので，はっきりした方針をここで確定す

るよりも，大体の方向を考えたうえで，さ

しあたりは個々の問題について適宜処理し

ていくのが適当ではないかと思われる。

2．一般教官と国立大学協会との関係

(1)国立大学協会は，各国立大学を会員として

おり，学長は会員校の代表として会議に出席

している。したがって，一般教官も国立大学

協会に内包されており，その意見のとりまと

めは，各大学の代表である学長の責任におい

て行なわれるべきである。

(2)各大学内で一般教官の関係を緊密にするた

めに，次の方法をとることが望ましい。

①学長は，評議会，教授会等にできるだけ

国立大学協会の活動の内容を伝えるととも

に，それについての意見をまとめて国立大

学協会に伝えるように努力する。国立大学

協会と各大学の間で意見を往復してとりま

とめをしていくことが，学内での意見の交

換を活発にすることにも役立つことにな

る。

②国立大学協会としても，各方面への要望

等について，その結果や経過を各大学に伝

えるように努力する。

(3)一般教官に教員委員・専門委員を委嘱して

その専門的な意見を活用する方針は，従来も

とられてきたが，これらの方法による一般教

官の国立大学協会への協力は，今後さらに拡

大すべきだと考えられる。ことに国立大学協

会として，今後の調査・研究にいっそう力を

注ぐべきであるとすれば，専門家としての一

般教官の協力はますます必要となるである

とはできないと考えられる。したがって，

意見が対立した場合にも，投票等による議

決は原則として行なわないのがよいと思わ

れる。

③意見の統一は困難ではあるが対外的に意

思の表明が必要と思われる場合には，大勢

を会長談話の形で表明するのがよいであろ

う。この場合にも，投票等の方法をとるこ

とは適当でないと思われるが，内容的に反

台対はあっても，そのような形で意思を表明

することには意見の一致があると見られる

のがふつうであろう。また，内容的に意見

が一致した場合に声明を出すということも

従来から行なわれており，今後もことがら

によってそういう形式をとることが考えら

れる。

（３）その他の論点

①いくつかの大学のグループに共通する問

題，たとえば，新設大学，単科大学，入試

二期枝などの問題をどう取りあげるかが，

問題となる。これはそのグループだけにと

どまらず他の国立大学にも影響を及ぼすこ

とになるので，国立大学協会としては，そ

れぞれのグループの立場を尊重しつつ意見

の一致をみるように努力するほかはないで

であろう。

‘②各大学に通じる基準あるいは基本的な考

え方をまとめることは，従来からも行なわ

れてきたし，今後も必要であろう。その場

合にも，それに拘束力をもたせることはで

きず，その採否は各大学が自主的にきめる

ことになる。

③各大学の自治のほかに国立大学全体とし

ての自治をどう考えるかが問題となる。た

とえば，共同利用研究所の将来のあり方，

、

畷
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う。その際に地区別・大学別にできるだけ広

く協力を求めるように努力すべきである。

(4)従来からも，教員は文書によって国立大学

協会に意見を述べることができるとされてお

り（会則第28条）必要に応じてこれを活用す

ることが望ましい。

(5)一般教官の加わる特別会議（二部会制な

ど）やシンポジウムを開くことについては，

反対の意見が強い。

①大学の代表者として学長が出ているのに

別に一般教官を一種の代表として出すこと

は建前としておかしい。またその選び方も

問題であり，場合によっては内部で対立が

起こるおそれがある。一般教官の意見は，

代表者である学長の責任でとりまとめるべ

きである。

②二部会制の例として教育大学協会があげ

られているが，これは教員養成のための特

別の目的をもった協会であるから，二部会

制による機能分担も可能であろう。これに

対して，大学全般の問題にわたる国立大学

協会では，専門家としての一般教官の協力

を求める以外の方法をとることは，むりで

あろう。

3．総会の公開

総会の公開については，反対の意見が強

い。その理由としては，次の諸点が考えら

れよう。

①公開の原則がとらえられるのは，公選制に

よる議会や，個人の権利について裁く裁判所

などであって，一般の団体の会議については

公開しないのが，むしろふつうである。また

公開の原則のとられる上記のものについては

公開の際における秩序維持の方策が制度的に

とられており，それのないところで公開をす

ることは問題がある。

②大学においても，教授会，評議会等の会議

は公開しない建前が一般的にとられている。

その大学の連合体である国立大学協会の総会

を公開する理由はとぼしい。

③総会での審議経過を明らかにするためには

会報への議事要録の掲載，各大学内への情報

の伝達等の方法で十分であり，とくに総会を

公開する必要はない。

④国立大学協会では，常置委員会等で実質的

な議論がなされることが多いので，総会を公

開しても審議経過を十分に明らかにすること

にはならない。常置委員会の審議内容は，会

報や情報の伝達によって伝えることができ

る。

4．その他の論点

(1)大学行政のあり方を全体として検討する疋

要がある。たとえばイギリスのUniversitJ

GrantCommittee（大学財政委員会）の制度

などは検討に値する。

(2)国公私立の大学の間で連帯性をもつことが

必要であろう。

(3)国立大学協会は公費による会費で賄われて

いるが，自分自身の組織として十分な自主性

をもって盛り立てていくだけの熱意がほし

い。

(4)積極的に調査・研究・意見のとりまとめな

どの仕事をして国立大学協会を全員で活用し

ていくことが必要である。

5．前回の総会以後の手続き

地区理事懇談会で検討したうえで，次回の総

会でもう一度討議することとなっている。
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協力して今後の改善を図るための問題点の

指摘であり，したがって，はじめから限定

された問題を一定の視点から採りあげてい

る」（６頁）

(｡）「大学の管理運営の体制は，今日充分整

備されているとは遣Ｉ感ながらいいえない状

態にありますが，各国立大学は，相協力し

ていっそうその体制をととのえ，大学の負

う大きな使命にこたえるべく努力を重ねあ

い<決意を新たにしております」（７頁）

まえがき

「国立大学の管理運営には多くの問題が残

されているので，それに対しては大学側が根

本的に検討し，改善すべき点は速かに改める

よう努めなければならない。いうまでもなく

このような改善は，単なる法令の改正なり制

定なりによって達成できるものではなく，大

学側の自主的な改善にまつことが，もっとも

賢明であり，効果的な方法であるからであ

る。

当協会は，このような見地に立って，かね

てから大学の管理運営に関して検討を重ねて

きた。その暫定的な結論が，第25回総会の決

定を経て発表された上記『中間報告」であ

る。この『中間報告』は，この問題に関する

当協会の見解を整理し，大学の管理運営につ

いて，各国立大学が改善を図るさいに参考と

すべき基準を示したものであって，当時の段

階においては各国立大学の総意を結集したも

のであった。……その後，この問題に刺戟

されて，各大口学や大学関係者の間においてだ

けではなく，広く学界でも論壇でも，大学に

関する論議がきわめて多く発乢表された。それ

が大学についての認識を深め，大学管理運営

問題の所在を明らかにするうえで，相当の意

国立大学協会の役割特に大

学の自主性と国立大学協会

の意見表明との関係につい

て

4．
ひ

／
、
に

壗
后公

昭和４５．１０．２６

地区理事懇談会

さきに，国立大学協会の公表した「大学の管

理運営に関する意見」（昭和41年６月公表）お

よび「同中間報告」（昭和37年９月公表）にお

いて述べられている国立大学協会の役割特に大

学の自主性と国立大学協会の意見表明等との関

係についての見解を以下に抄録する。なお，頁

数は昭和41年６月刊行の「大学の管理運営に関

する意見および中間報告」の頁数を記す。

Ｉ大学の管理運営に関する意見

(1)会長談話

（a）「……当協会の基本的見解を表明したも

ものであります。さらにこの「中間報告」

は，従来わが国において，それぞれの大学

の長年の努力によって築きあげられてきた

管理運営のすぐれた`慣行が，いかなるもの

であるｶｺの概略を示し，それに照らしてな

お改善をすべき問題を各大学がその自主的

努力によって解決していく上の参考たらし

めようとする意図をももっておりました｡」

（５頁）

（b）「本意見書が，今日漸く公表されるはこ

びになりましたのは，その内容が大学の管

理についての根本問題にふれる点が多く，

その検討においても1慎重の上にも'慎重を期

する必要があったからであります（６頁）

（c）「この意見書は，本来各国立大学がたが

いに，その管理運営の実'情をふりかえり，

(2)

鰯
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義のあったことはいうまでもない｡」（11頁）

(3)国立大学協会の役割

（３）「大学の管理運営については，各大学が

自主的な立場に立ってすぐれた慣行を成熟

させ，大学という組織にふさわしい信頼と

良識のもとに運営がおこなわれることが重

要である｡……このように当協会の意見は，

大学の自治を基底とする大学の自主J性をど

こまでも重んずる考え方に立っているので

あって，制度の組織や運営においても，各

大学の伝統，』慣行，実情などを考慮して，

これを画一的なものとせず，できるだけ弾

力的な指針を掲げているのもその理由にも

とづいているのである｡」（71頁）

（b）「以上述べてきた当協会の意見は，多く

の場合，これまで先輩が不断の努力によっ

て育成してきたすぐれた慣行を基礎とする

ものであるから，すべての大学によって充

分に参考とされることを期待するものであ

る」（71頁）

（c）「大学の管理運営に関する法制の整備改

善にあたっては，性急に作業を進めるので

はなく，当協会をはじめとして，すべての

大学と緊密な連繋を保ち，その意見を充分

にきくだけのJ慎重な手続きがとられる必要

がある。このような慎重な手続きがとられ

てはじめて，大学の管理運営のための法制

は，すべての大学の自主的，積極的な協力

を得ることができるし，制定後それが適切

に運営されることになるのであろう｡」（７３

頁）

（｡）「大学の管理運営は各大学が自主的にす

ぐれた慣行を育成することによって適切に

おこなわれるものであって，法令による規

制や行政上の監督によっては円滑な運用が

望めない。しかし，事情によっては，ひと

つの大学かぎりでは円滑に処理することが

かなり困難な問題も生じ得るであろう。こ

のような場合には，各大学の相互の協力に

よって，事態を解決することが望まれる。

すべての国立大学が，他の大学の事態を対

岸の火災視するのでなく，国立大学全体の

問題として，共同連帯の意識をもって，そ

の解決に助力する必要がある。このような

助力にあたって，当協会の果たす役割の大

きいことは，「中間報告」の指摘するとお

りであり，ここに繰り返す必要はない。当

協会は，各大学の自主的努力を基礎とし，

それぞれの大学の自治を充分に尊重するこ

とをたてまえとしながら，大学相互間の協

力援助の措置を図ることによって，大学の

自治を真に生かす責務を負うものである｡」

（73頁）

（e）「当協会は，このような趣旨にもとづい

て，昭和38年２月28日，（国立大学相互の

緊密な連絡と協力を一層促進し，大学の管

理運営について有効適切な方策を講ずるた

あの組織として」（大学運営協議会規程前

文),大学運営協議会を，当協会の内部組織

として発足させた｡」（74頁）

Ⅱ大学の管理運営に関する中間報告

(1)会長談話

（a）「本日，国立大学協会は，当協会第１常

置委員会が提案しておりました大学の管理

運営に関する中間報告案を－部修正の上，

これを採択しました｡この報告案は，去る

７月31日に第１常置委員会によって提出さ

れたものでありますが，爾来，月余の間，

特に暑中にも拘わらず，各国立大学は，大

学の管理運営に関する問題は，大学自らの
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その意義たるやきわめて重要であるといわ

なければならない6…ｋ

との点においては，国立大学協会が右の

ごとき役割を果すことは，あながち協会が

一大学内部の問題に干渉し，その大学の自

主性をそこなうとのみ考えるべきではな

い｡」（91頁）

（b）「国立大学協会が，大学の使命の実現を

促進するという立場から，大学相互間の協

力援助についての措置をはかることは，国

立大学協会設立の趣旨にかんがみ，きわめ

て望ましく，かつ当然のことといわなけれ

’菱ならない。このような措置によって，大

学の自治はいっそう確立擁護されることに

なると考えられる。この種の措置は，’国立

大学協会をおいて他の機関，たとえば国の

機関などには求め得られないものである。

右の趣旨に即して，国立大学協会は．大

・学の管理運営の自主的改善を強化促進する

ために，協会内部に適当な組織を設け，有

効適切な方策を樹立することが急務と考え

る｡」(91頁）

(4)あとがき

③「この報告は，大学の管理運営の基準お；

よびその改善方策の大綱を述べたものであ

る｡」（92頁）

（b）「大学の管理運営の改善は，全大学共通

の問題であり，各大学はそのために相互に

協力援助すべきこと。この意味において国

立大学協会にはきわめて重い任務が課され

ること｡」（93頁）

〆，問題であるという自覚の下に＞それぞれ独

へ白の立場に立って，この報告案を異常の熱

、意を以て慎重に検討を続けてきたのであり

まして，その結果に基づき今回の総会にお

いて0慎重に審議したすえ，中間報告案を支

持すべきものとの結論に到達した次第であ

ります｡」（77頁）

＜b）「この報告は，大学自治の原則に立脚し

これを一層充実させるために，大学が自ら

～管理運営の改善をはかって行く際に参考と

されるべき基準を述べたものであります｡」

（77頁）

（c）「この報告は，中間報告でありまして，

＿われわれは今後さらに検討をしなければな

らないものでありますが，これが全国立大

学の支持を受けたことは，極めて大きな意

義があると考えております｡」（77頁）

(2)まえがき

～「本協会は，かねてより大学の管理運営の

問題について調査研究を重ねてきたが,ここ

に右に述べたような見地に立って，この問題

、に対する本協会としての見解を取りまとめ

た。これはまた，各大学において，大学の管

理運営の改善をはかるにあたり，参考とすべ

き基準として役立てられるべきことを期する

ものである｡」(83頁）

((3)国立大学協会の役割

〈鋤「国立大学に関する問題については’さ

；しあたりそれが直接にはその大学のみのも

しのであっても，すべての国立大学が共同連

（帯の意識をもって，その処理に協力するこ

ナとが必要とされる。この意味において,国

～立大学協会がその会則に見られるように，

立大学相互の緊密な連絡と協力により大学

、の管理運営制度の改善に寄与するならば，

＄
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む｡)以下の教職員の宿舎

（b）独身寮

（c）女子寮

（d）地方所在大学の教官の宿舎

(3)共済組合

次に掲げる事業につき問題点を検討するこ
’｡

と。

（a）保養所の設置と管理運営の基本方針

（b）海の家・山の家等の設置方針と管理運営

（c）レクリエーションの種類（範囲）と企画

・運営

（｡）診寮所設置の基本方針の策定と管理運営

（e）その他

(4)食堂・集会所。売店等

（a）教職員食堂の基準を調査し，各大学の所

要坪数を算定の上大学に教職員食堂設置方

について検討すること。教職員のための売

店等についてもこれに準じて検討するこ

・と。

（b）集会所設置の可否を検討し，可とすれば

設置基準等について検討すること。

(5)保健（衛生・医療）

（a）保健センターを教職員に利用させること

とし，同センターの設置と充実を促進する

こと。

（b）診療施設（診療室）設置の基準を調査

し，その設置について検討すること。（a)お

よび共済組合の項(｡)と関連）

（c）健康管理の所要経費の実態を調査し，そ

の増額について検討すること。

(6)保育施設

現在保育所に類する施設を設けている大学

について，その実態を調査し，その対策およ

び基本方針を検討すること。

(7)その他

5．国立大学教職員の厚生等に

関する問題点

昭和４５．１１．１３

教職員の厚生等に関する特別委員会

現在，国立大学においては，学生の厚生等に

ついては，ある程度の基準があり，それにもと

づいてそれぞれ計画し，対策を講じているが，

他方大学の教職員については，一般官庁に比し

その数が遙かに多いにもかかわらず，厚生の面

においては，そのおおかたが学生の陰にかくれ

，殆んど顧みられないのが現状であって，一般

官庁職員のそれに比し甚だ寒心に堪えないもの

がある。

この度国立大学協会は，本特別委員会を設け

教職員の厚生等に関する問題を検討し，その対

策を講ずることになった。

よって，本特別委員会においては，次の問題

点を取りあげることとし，今後これにもとづい

て検討を進め，その対策について考究すること

となった。

(1)福利厚生担当課の設置

＞国立大学教職員の福利厚生業務に専念する

事務組織を欠いていることが，十分な福利厚

生対策を立てられなかった要因ともなってい

るので，国立大学事務局に教職員の福利厚生

を担当する課(福利課又は職員課)を設けると

ともに，その人員を強化し，従来の公務員宿

舎・共済組合・健康管理等の業務をこれに吸

収して，教職員の福利厚生全般を所掌させる

こと。

(2)公務員宿舎

次に掲げる宿舎の実態を調査し，その増設

等に関する対策を検討すること。

（a）教育職４等級（行政職６等級，行２を含
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(a）執務環境の改善（冷暖房の整備等）

(b）職員の待遇改善（教官については第６常

置委員会）

(c）臨時職員の処遇その他の問題
』

回
鰯
よ－
勺ン

外国の法令集・判例集なら

外国法文献センターへ

看板がすこし大きいので誤解される時もありますが，外国法文献センターは，諸外国の法令集・判例集とそ
の利用のための補助資料を収集・管理して，全面的に公開し，学術研究者の自由な利用に供することを目的と
しています。研究，実務の資料として，法令・判例集は過去の蓄積と現時性が同時に要求されるので，その収
集と維持には多くの費用と人手が必要です。

個々の機関でこれをまかなうとしたら，利用度の高いものしか買えないでしょうから，似たようなものがど
こにもあり，ないものはどこにもないことになるでしょう。

収集の状況はアメリカ，イギリス（連邦），フランス，ドイツ，イタリヤについてはほぼ完全に集められ，
スイス，スペイン，南米諸国もかなりのものといえます。しかし，ソ連邦，東欧，北欧，アジア，アフリカ諸
国のものは貧弱にすぎます。予算の制約もありますが，これらの地域は，研究対象として軽んじられてきたこ
と，資料の入手が困難なことにもよります。それでも，この種の施設としては，アメリカを除けば五指に入る
といわれています。センターには，資料の整備や利用者の援助のための専門職員がおり，判例の検索やレファ
レンスにあたっています。遠隔地の利用者のために，郵送による複写申込の方法もありますが，支払手続のた

め日数がかかります（約１ケ月）。また，特定分野の判例を体系的に調べようとすると，かなりの数の判例を
みなければなりませんが，その費用の負担も問題です。文献センター設立の契機の－は，どこにいても研究資
料を迅速・安価に提供され，平等な条件のもとに研究の成果をあげうるよう研究環境を改善することにあった
はずです。根本的な欠点といえます。資料の収集に関しても，センターにあるものはどこかにあるが，どこに

もないものがない，との批判があります。これは法令・判例集の継続購入費だけで年８百万円必要とする現状
では苦しい問題です。文献センターは特殊図書館としての活動にとどまらず，ドキュメンテーションセンター
として活動することが要求されます。例えば諸外国の新法令や重要判例についてコメントのついた速報ができ
れば，研究者，実務家の便宜この上なしですが，信頼性ある1情報提供のためにはかなりの数の専門研究者の組
織的活動をまたねば出来ない事です。外国法に関して研究母体となる比較法研究所が必要なゆえんです。私共
のこの方面の能力はあまりに微弱ですが，オルガナイザーとしてセンターが機能できる考慮の余地があるかも
しれず，また，アメリカにおける，電算機による，判例・法令の検索技術の開発はセンターにも取り入れてゆ
かねばならないと考えている所です。昨年は「フランス法令・判例集の使い方」講習会を開きましたが，今年
はロシヤ法，ドイツ法について開く予定です。

（東京大学法学部付属外国法文献センター助手津野芳郎）

（注）文献センターには外国法の他，一橋大に日本経済統計，神戸大に経営分析，京都大と東京大に東洋
学の五センターがあります。それぞれの特色と問題点については「文献センターの利用案内」（国立一
大学文献センター編，各大学にお送りしてあります｡）を参照して下さい。
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Ｄそ の他
、

《Ｏ学長の逝去本川東北大学長には２月３日

膵臓がんのため急逝された。２月13日行なわ

れた大学葬には加藤会長が参列し弔辞を捧呈

された。また，熊谷愛媛大学長には２月10日

心筋こうそくのため急逝された。３月５日大

学葬の予定。

○入試期特別委員会

入江英雄（九州大）池田数好（同大）

六反田藤吉（熊本大）黒田正己（同大）

○第１常置委員会専門委員

塩野宏（東京大助教授）委嘱

○第７常置委員会専門委員

大田堯（東京大教授）委嘱

池田進（京都大教授）〃

井上久雄（広島大助教授）〃

原敏之（九州大教授）ノノ

○医学教育に関する特別委員会専門委員

中川米造（大阪大助教授）委嘱

○大学運営協議会

団藤重光（東京大教授）委員退任

下沢陸（埼玉大教授）専門委員委嘱

堀口申作（東京医歯大教授）〃

越後谷悦郎（東京工大教授）〃

長沢』准恭（一橋大教授）ノノ

小野木重治（京都大教授）〃

清野武（京都大教授）専門委員退任

＄

1．学長・役員・委員等の異動に

ついて

(1)学長の交替

大学名１日新

~東北大学本川弘一水野弥彦
（事務取扱）

：愛媛大学熊谷三郎宮本義男
（事務取扱）

ﾗ神戸商船大学平勇登平勇登
（事務取扱）

鹿児島大学中村末男中村末男
（事務取扱）

(2)本川副会長の後任として前田京都大学長が

２月19日の理事会において副会長に互選され

た。

(3)委員，専門委員の交替

'○教養課程に関する特別委員会

｜日新

；細谷‘恒夫（山形大）広根徳太郎（同大）

六反田藤吉（熊本大）黒田正己（同大）

○図書館特別委員会

細谷恒夫（山形大）広根徳太郎（同大）

'○医学教育に関する特別委員会

香月秀雄（千葉大）相磯和嘉（同大）

、○研究所特別委員会

入江英雄（九州大）池田数好（同大）

鬮

繍

2．寄贈図書

わが国の教育水準（昭和45年度）

文部省

会報（第７号）

国立高等専門学校協会

医学部改革に関する提案（その１,その２）

大阪市立大学

参議院文教委員会審議要録

参議院文教委員会調査室

香川大学大学問題研究委員会中間報告草案

画一・銅
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熊本大学改革委員会広報（第１号）

熊本大学

保健体育履修の参考

体育実技に対する学生の態度と構造と変容

教養部学生カリキュラム問題アンケート

大学卒業生・大学における体育・スポーツに対一

する態度調査（－部抜粋)

以上名古屋大松井教授息

昭和46年度入学者選抜試験問題作成参考資料

（外国語，職業科，理科，数学，社会，国語）

文部省

名古屋大学改革のための討議資料辰(第１，２，

３回）

学長選考基準の検討に関する経過報告

以上名古屋大学三

世界のヤングはこう考える

シチズン時計ＫＫ

大学問題研究委員会中間報告その２（管理・運舟

営の問題）

香川大学一

大学時報特集ＶｏＬ１９Ｎｏ､94号

私大連盟一

（その２）～管理運営の問題～

香川大学

大学入学者選抜試験問題所見集

（英語，理科，数学，国語，社会科）

全国高等学校長協会

公立短期大学実態調査表（昭和45年度）

．全国公立短期大学協会

医学教育改革のための提案６条

民主教育協会

大学入学者選抜方法の改善について

（中間報告案）文部省

委員会のあり方を検討する委員会答申

奈良県立医科大学

図書館の現状と問題点（図書館白書第一部）

全学の管理運営に関する当面の改革についての

建議

一全学の管理運営に関する当面の改革方針

について￣

専門教育（学部）・基礎的教育および外国語教

育．保健体育教育（カリキュラム改革に関する

中間報告第三部）

以上広島大学

》

蕊
迪￣

愚

衛

Ｖ

萄
鈎
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房総文学の生い立ち

霞
太古，太平洋の黒潮に乗って，忌部（いんぺ）族が西南日本の文化を安房に伝えて以来，房総は黒潮文化を

三基調にして南部から開発されていった。その後，大化改新によって房総が中央集権制の治下に編入されるに及

んで中央の政治，文化の波は，北部からも漸くこの際涯の地におし寄せたのである。

奈良朝に入って，下総の国府に旅の杖を休めた山部赤人や高橋虫麿は，勝鹿（かつしか）の真間娘子（まま

`のおとめ）の哀話を和歌（やまとうた）に詠み，令制で九州北辺の警備に徴発された防人（さきあり）は，親

と妻子との離別，家郷への思慕を訴々と歌い，農漁民の問では野趣に富んだ東歌（あずまうた）が謡われた。

これらの房総歌は「万葉集」に収められ，当時の房総庶民の素朴純情の声を聞くことができる。

都が京都に遭った平安朝になると，上総介の菅原孝標（たかすえ）の女は，上総の国府で過ごした夢多き少

罎女時代と都への旅立の模様を，その箸「更級日記」で回想している。自からを「あづまぢの道のはてよりも，

猶おくっ方に生ひ出でたる人」と言っているように，都から下った受領の子女にとっては，房総の地ははなや

かな都からは遙かに隔てられたさいはてに過ぎなかった。

しかし中世に入ると，鎌倉に幕府が設置され，政治・文化の中心が鎌倉に遷ると，東京湾を船で横断したり

一成は陸路によったりして，文人墨客や行脚僧が房総の地を訪れる機会が多くなった。「沙石（しやせき）集」

の著者無住法師や「東路（あずまじ）のつと」の連歌師宗長などである。なお安房小漢に生まれ，怒濤の炮嘩

を想わせる情熱で宗教改革に挺身した僧日蓮が，清澄山で勉学し，他日大成の根基を培ったことも忘れられな

~い。

江戸に幕府が置かれた近世になると，房総沿海の漁業，内陸原野の牧畜，新田開発による農業などの飛躍的

自発達により，房総の庶民文化も著しく発達するに至った。特に海上，香取両郡を中心とする東総一帯には，国

~学者平田篤胤の門人が多く輩出し，郷党に与えた感化は大きい。成田出身の国学者木村正辞(まさこと)は「万

葉集美夫君志（みぷくし）」を著わして，万葉学に偉大な足跡をのこし，香取郡長部村に寄留し，農村改革に

情熱を燃した農学者大原幽学，下総の佐原で天文・地理等を研究した科学者伊能忠敬（いのうただたか）など

も忘れ得ぬ人である。なお佐原の伊能家の出身である揖取魚彦（かとりなひこ）は，平田国学以前の人である

:が，賀茂真淵（主ぶち）に国学を学び万葉調の歌を詠み，歴史かなづかいの研究「古言梯」を著わしている。

房総の出身者ではないが，江戸後期には小林一茶は下総に俳行脚し，その時の見聞を俳句と俳文にのこし，

-滝沢馬琴は房総を舞台とした長篇小説「南総里見八犬伝」を書いている。

明治４年の廃藩置県の政令によって，明治８年に房総は千葉県となり，近代化の道を歩むに至った。黒潮寄

せる犬吠崎に白亜の燈台が建てられ，近代を象徴する灯が点じられたのもそのころであった。

明治以後の房総文学は房総の風土と歴史を背景にしつつも，近代日本全体との交流のなかで，新世紀の思潮

・情感を吸収し成長していった。房総の風土を舞台とした有名作家の作品は枚挙にいとまなく，また房総出身

の作家も少なくない。就中，山武郡成東町出身の歌人伊藤左千夫は，短歌雑誌アララギの創始者であり，万葉

-調を基盤とした写実主義の歌風を斯界に吹き込んだ人である。九十九里浜を素材にした彼の歌には，房総歌人

の面目躍如たるものがある。

九十九里の磯のたひらは天地の四方（よりの寄合に雲たむろせり

さらに彼は小説「野菊の墓」の作者でもあった。松戸市の矢切（やぎり）を舞台としたこの可憐な恋物語は

=漱石をして絶賛せしめた作品である。万葉の房総歌にみる純情と野趣の伝統は，左千夫において再生したとい

えないだろうか。

秋草のいづれはあれど露霜に痩せし野菊の花をあほれむ左千夫

黒潮と野菊と！房総文学はこの奇しき結合を基調に秘めつつ，限りなき成長をつづけるであろう。
（千葉大学附属図書館長荻原浅男）
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編集後記

特別寄稿に，京都大学前田学長から「入試雑記」を，東京工業大学加藤学長から「学園の造形はすべか

ら〈一個の芸術的作品たるべし」を頂いて巻頭を飾ることが出来た。

高校側や一般世論では入試改善に大学側が如何にも不熱心なようにいうが，どこの大学でも入試の問題

は重要に考えて真剣に改善を検討している。

窓欄には，語学集中訓練に関連して弘前大学西村先生から「絶望は希望の始り｣，文献センター紹介と

して東京大外国法文献センター津野先生から「外国法令集・判例集なら外国法文献センター」を寄せてい

ただき，また千葉大弘報から同大図書館長荻原先生の「房総文学の生い立ち」を転載させていただいた。

本号の第47回総会記事には，国大協のあり方についての関係記録が記されている。ご覧を頂きたい。
（Ｃ）
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